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4
認定こども園
の普及

　幼稚園が多い本市の特徴
に鑑み、既存幼稚園による
幼保連携型認定こども園へ
の移行を中心に、幼稚園型
認定こども園も含めた、既存
幼稚園の受け入れ枠を活用
しつつ保育の受け皿を拡大
していく方向で認定こども園
の普及を図ります。

認定こど
も園の2
号認定・
3号認定
の定員

数

人 ― ― ― ― 653 A

　既存認定こども園の定員
変更を実施した結果、令和
元年度末時点で653人分の
定員を確保し、目標値を上
回ったため、A評価としまし
た。
　また、令和3年度の定員増
に向けて、学校法人に対す
る施設整備（2か年整備）へ
の補助及び支援を実施しま
した。

　令和2年4月1日時点におい
て387人の保育所等利用待
機児童が生じています。ま
た、共働き世帯の増加や駅
周辺や区画整理が完了した
地域等における住宅建設な
どにより、今後も更なる保育
需要の増加が見込まれま
す。

A A A A

　既存幼稚園から認定こども
園への移行等による施設整
備への補助及び支援を実施
したほか、定員変更などによ
り、平成27年度から令和元
年度の5か年で、定員を558
人増やし、令和元年度末に
おける目標値を上回る定員
653人分を確保したため、A
評価としました。

A

のびの
び安心
子育て

課

6
公開保育研
究推進事業

　幼稚園や保育所等で公開
保育研修会を開催し、互い
の保育を参観し合い、幼稚
園・保育所等と小学校の交
流を深めることにより、相互
理解と資質の向上を図りま
す。

交流者
合計人

数
人 ― ― ― ― 305 A

　10区12園で公開保育研修
会を開催し、延べ305名の保
育者が参加しました。
　各協会等と連携を取りなが
ら、市内10区の開催が定着
してきた中で、初めて児童発
達支援センターでの公開が
実現し、療育という視点での
参観の機会を設けることが
できました。

　見通しをもった公開園の確
保が課題です。公立保育所
と私立園が区ごとに隔年で
実施できるような体制を築く
など、区ごとに互いの保育を
見合える環境を整え、私立
園の実施希望園を増やして
いく必要があります。

A A A A

　見通しを立てて各年ごとの
実施園を設定してきたので、
事業を計画的に進めること
ができました。構成を工夫し
た実施報告書を私立幼稚
園・保育所等へ配布し、事業
の周知に努めたことも効果
的であったと考えます。

A
幼児政
策課

A A

　専門的知見を有する学識
経験者をはじめ、各協会等と
の連携をとりながら、さいた
ま市における幼児教育・保育
の質の向上への取組を充実
させることができました。ま
た、「さいたま市幼児教育の
指針」の策定により、さいた
ま市の幼児教育が目指す方
向性を示すことができまし
た。 A

幼児政
策課

A

　「さいたま市幼児教育推進
協議会」（2回開催）及び「さ
いたま市幼児教育指針等策
定部会」（全5回）において、
有識者や関係団体等の意見
を聴取しながら、本市の幼児
教育が目指す方向性を示し
た「さいたま市幼児教育の指
針」を策定しました。また、当
該指針の概要版も10,000部
作成し、市内保育者に配布
しました。
　さらに、「さいたま市幼児教
育・保育人材育成方針」（暫
定版）を作成し、キャリアス
テージに応じた研修体制の
構築を図り、市内の私立幼
稚園・保育所等へ配布しまし
た。

　「さいたま市幼児教育の指
針」の周知方法や指針を軸
とした事業展開を行い、幼児
教育・保育の質の向上を図
るための具体的な施策を講
じていきます。
　「さいたま市幼児教育・保
育人材育成方針」を確立さ
せ、それに基づいた研修等
の実施による保育者の育成
に努めます。 A A― ― ― ― 実施5

保幼小連携
推進事業

　さいたま市幼児教育推進
のための有識者会議の専門
部会として、市内の幼稚園・
保育所等と小学校の関係職
員による保幼小連携推進実
務担当者会を設置し、有識
者会議から示された事柄等
について、現状や課題、具
体的な解決策等を明らかに
し、幼稚園・保育所等と小学
校との連携を一層推進しま
す。

事業の
実施

―
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7
保育者小学
校等体験研
修事業

　幼稚園・保育所等の保育
者が、小学校や特別支援学
校の授業を参観・体験し、小
学校等の教員との交流を深
めることにより、相互理解と
資質向上を図ります。

交流者
合計人

数
人 ― ― ― ― 280 A

　保育者小学校等体験研修
を実施し、131園から2日間に
わたり延べ280名の保育者
が参加しました。
　保育者にとって、小学校教
員と交流し相互理解を深め
ることや、この研修で得たこ
とを子どもの援助や指導に
活用しようとする意識の高ま
りがみられた（事後アンケー
ト該当項目77％）ことから、
本事業の効果があったもの
と考えます。

　これまでは、小学校1学年
での受け入れが多かった
が、今後は、各校の特別支
援学級、特別支援学校での
実施など、様々な実施方法
の検討も視野に入れる必要
があると考えます。

B A A A

　教育委員会と連携し、小学
校の受入について協力体制
を築きました。また、特別支
援学級への希望も増えてき
ていることから、さらに受け
入れ体制について協力を求
めてきました。
　毎年、新たに参加される保
育者がいることから、本事業
の継続的な取組は今後も必
要であると考えます。

A
幼児政
策課

8
幼稚園・保育
所等と小学校
の連携

　小学校教諭が、保育所保
育士や幼稚園教諭と情報交
換や保育参観をすることに
より、保育所・幼稚園の教育
内容について理解を深め、
幼児教育と小学校教育との
円滑な接続を図ります。

事業の
実施

― ― ― ― ― 104 A

　令和元年度「保幼小連携
のための保育参観研修」に、
さいたま市立小学校全校か
ら各1名以上の教員が参加し
たのでA評価としました。

　平成30年4月より幼稚園教
育要領が全面実施となり、幼
児教育と小学校教育の連携
を深めることがさらに求めら
れています。本事業の充実
を図るためには、、研修生の
受入を協力していただける
私立幼稚園、私立保育所等
を増やす必要があります。そ
のために、研修会等で周知、
啓発を行ってまいります。

A A A A

　「保幼小連携のための保育
参観研修」について、毎年各
1名以上、さいたま市立小学
校全校の教員が参加し、保
育園、幼稚園の教育内容に
ついて深めることができため
Ａ評価としました。 A

指導１
課

22

多様な事業
者の能力を
活用した施設
の設置・運営

　「待機児童解消加速化プラ
ン」に基づく保育の受け皿の
確保や、住民ニーズに沿っ
た多様なサービスの提供を
進めていく中で、多様な事業
者（株式会社、NPO法人な
ど）の能力を活用した施設
の設置や運営を促進しま
す。

社会福
祉法人
以外の
法人の

参入を促
進

― ― ― ― ― 実施 A

　令和元年度に整備を行っ
た保育施設21か所（認可保
育所、小規模保育事業所の
合計施設数）の運営主体
は、社会福祉法人が9か所、
株式会社・有限会社が12か
所となり、社会福祉法人以外
の事業者の参入が進んでい
るため、A評価としました。

　保育の質や事業の持続性
を確保する必要があるため、
認可保育施設の整備事業に
当たっては、法人種別による
制限を行わないものの、財
政状況や保育事業の運営実
績による厳正な審査を行う
必要があります。

A A A A

　平成27年度から令和元年
度における認可保育施設等
の整備では、毎年度社会福
祉法人以外の法人の参入が
あり、多様な事業者の能力
を活用した保育の受け皿の
確保・サービス提供が促進
できたため、A評価としまし
た。

A

のびの
び安心
子育て

課

23

（仮称）さいた
ま市子ども総
合センター整
備事業

　子ども・家庭をとりまく課題
に総合的に取り組み、子ど
も・家庭、地域の子育て機能
を総合的に支援する、さい
たま市らしさを生かした中核
施設として、（仮称）さいたま
市子ども総合センターを整
備するため、平成27年度か
ら建設工事を行い、平成30
年４月１日に全館開設を予
定しています。

（仮称）さ
いたま市
子ども総
合セン

ターの開
設

― ― ― ― ― 運営 A

　子ども家庭総合センターを
平成30年4月1日にフルオー
プンし、「ぱれっとひろば」等
の遊びや交流の場となる市
民コンタクトスクエアや屋外
の常設のプレイパークである
「冒険はらっぱ」の運営を行
い、「なんでも子ども相談窓
口」等で様々な相談に対応
するとともに、専門相談機関
と連携した支援を行ったた
め、A評価としました。

― A A A A

　当初の予定どおり、平成30
年4月1日に全館開館するこ
とができました。また、来館
者数も、平成30年度から令
和元年度にかけて増加して
おります。今後も、子ども・家
庭をとりまく課題に総合的に
取り組み、子ども・家庭、地
域の子育て機能を総合的に
支援するため、子ども家庭総
合センターの管理運営を適
切に行っていきます。
・平成30年度来館者数
　207,938人
・令和元年度来館者数
　219,148人

A

子ども
家庭総
合セン
ター総
務課

2
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26
保育コーディ
ネーター事業

　各区役所支援課に保育現
場に長年携わった公立保育
園長経験者である保育コー
ディネーターを配置し、保育
施設等に通われているお子
さんの保護者や保育施設等
に対する相談支援を行い、
地域における保育施設の質
の向上を図ります。
　また、必要に応じて保育施
設等に中立的な立場から専
門的な助言を行い、お子さ
んが安心して保育所等に通
えるよう利用者支援を行い
ます。

保育コー
ディネー
ターの人

数

人 ― ― ― ― 10 A

　平成30年度から引き続き、
全区に配置することができた
ことから、A評価としました。

　保育コーディネーターによ
る市内の特定教育・保育施
設及び特定地域型保育施
設、市認定保育施設、認可
外保育施設等に対する相談
支援を行い、保育内容や保
育環境等の保育の質の向上
を図っていますが、より効果
的、専門的な助言が行える
よう、各区コーディネーター
間での情報共有、相互連携
を強化していく必要がありま
す。

B A A A

　平成28年以降保育コーディ
ネーターの全区配置を維持
することができ、保育施設等
に通われているお子さんの
保護者や保育施設等に対す
る相談支援を行うことができ
ました。

A 保育課

28
出産前教室
事業

　初産の妊婦とその夫等を
対象に、母体の健康の保
持・増進、育児知識の習得、
妊娠中の交流の場の提供な
ど、妊娠・出産・育児に関す
る情報を提供し、協力して育
児に取り組むことができるよ
う、講義や実習を行います。 出産前

教室の
アンケー
トにおけ
る満足度

割合
（％）

― ― ― ― 98.1 A

　各区の実情に沿った内容・
実施方法で運営しました。新
型コロナウイルス感染拡大
防止に配慮し、2月以降は事
業運営を中止しましたが、個
別相談に応じたり、資料送付
等で妊娠・育児に関する知
識普及に努めました。
　開催分の事業後アンケート
では、「役に立った」「理解で
きた」と回答を得られた割合
が目標値を超えたため、A評
価としました。
　成果　10区　172回、実人数
4593人、延人数　4917人

　新型コロナウイルス感染拡
大防止に配慮した事業の運
営について各区で検討しま
す。
　各区の状況に応じて開催
できるように、これまでの申
込み・参加状況等を踏まえ
て、実施回数や定員、講義
内容等を検討していきます。
また、市報や事業案内、ホー
ムページ等を通して周知を
継続していく必要がありま
す。

A A A A

　初産婦の数、出生数、医療
機関での出産前教室などの
実施内容・状況をもとに、各
区で開催回数や内容を検討
して実施しました。
　事業後アンケートでは「役
に立った」「理解できた」と回
答が得られた割合が、目標
値を超えたため、A評価とし
ました。 A

地域保
健支援

課

3
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32
育児相談事
業

　子どもの発育・発達を促
し、保護者の不安の軽減を
図るため、適切な保健指導
を行います。

事業の
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　育児相談事業について、各
区の現状や利用者の利便性
にあわせて実施したため、A
評価としました。また、事業
実施後は、ミーティングを行
い、支援を必要とする母子の
きめ細やかな支援につなげ
ました。
　また、一部、新型コロナウ
イルス感染拡大防止の観点
から集団で実施する育児相
談は中止としましたが、電話
での相談や感染症対策を講
じた上での個別対応をするこ
とで子どもの発育発達を確
認し、保護者の不安軽減を
図りました。

　各区の現状や参加者の
ニーズを踏まえた事業の実
施を検討します。

A A A A

　各区の現状に合わせ、相
談者のニーズに沿った事業
実施をしてきたため、A評価
としました。

A
地域保
健支援

課

（乳健）
A

（歯科）
A

（乳健）
A

（歯科）
A

　乳幼児健康診査、幼児歯
科健康診査ともに、計画期
間中は常に目標値を達成す
ることができました。また、受
診率は大きく下がることなく
維持・向上傾向となってお
り、課題に応じた受診率向上
対策を継続して実施してきた
ことが結果に表れているもの
と考えます。

A
地域保
健支援

課

（乳健）A
（歯科）A

　令和元年度の目標としてい
た乳幼児健康診査受診率
92.8％及び幼児歯科健康診
査受診率73.0％を超えたた
め、A評価としました。
　各種乳幼児健康診査の中
で比較的受診率の低い3歳
児健康診査及び幼児歯科健
康診査については健康診査
期間終了2か月前の時点で
未受診児に対して、再度個
別にはがきを送付し、受診勧
奨を行いました。
　受診期間を過ぎて未受診
であった児のフォロー（いわ
ゆる未受診フォロー）につい
ては、アンケート送付や、訪
問・電話などで状況を確認し
ています。訪問等で状況を
確認しても居住実態が把握
できていない児については、
虐待のリスクも含めて検討
し、フォローを行っています。

　4か月児、10か月児、3歳児
の受診率については、伸び
が見られます。1歳6か月児、
3歳児歯科健康診査の受診
率については、更なる伸びを
期待できる状況にあります。
未受診理由では「忘れてい
た・忙しかった」が最も多く
なっており、個別の受診はが
き送付や市報や医療機関・
保育園等でのポスター掲示
に加えて、3歳児健康診査・3
歳児歯科健康診査のポス
ターを作成し、市内の民間企
業とも連携した啓発を行いま
す。
　未受診フォローについて
は、虐待のリスクを検討する
とともに、各関係機関と連携
を図りながら対応をしていき
ます。

（乳健）
A

（歯科）
A

（乳健）
A

（歯科）
A

― ― ― ―

(乳健）
95.5

（歯科）
82.9

31
乳幼児健康
診査事業

　乳幼児の育児支援及び疾
病等の早期発見のため、各
種健康診査を実施します。
また、乳幼児健康診査後の
保健指導や、未受診フォ
ローを行います。

受診率
（各健康
診査受
診率の
平均）

％

4
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33
子育て支援
医療費助成
事業

　少子化問題への対策及び
子育て家庭の経済的負担の
軽減という観点から、乳幼
児・児童の健やかな育成を
図り、次代を担う子どもたち
を安心して生み育てることの
できる環境づくりの推進に資
するため、乳幼児・児童にか
かる健康保険各法に規定す
る保険診療一部負担金を助
成します。

受給資
格登録

率
％ ― ― ― ― 99.5 A

　0歳から中学校卒業前まで
の乳幼児・児童に対し、医療
費の一部負担金等の助成を
行います。併せて登録申請
漏れがないよう、機会を捉え
て制度案内を実施しました。
令和元年度の目標である、
対象者の受給資格登録率
97%以上について、目標どお
り事業を進めることができま
した。

　年々、一人あたりの医療費
が増大していることから、
ジェネリック医薬品の使用促
進と合わせて適正受診の啓
発を行っていくことが課題で
す。

A A A A

　計画期間（平成27年度～
令和元年度）中の全ての年
度において目標である、対
象者の受給資格登録率97％
以上を達成することができま
した。また、登録申請漏れが
ないよう継続して制度案内を
実施することで、達成値につ
いても一度も前年を下回るこ
となく良好な事業実績を挙げ
ることができたため、総合評
価をAとしました。

A
年金医
療課

34
さいたま子育
てＷＥＢ事業

　子育てに関する情報を一
元的に把握し、発信していく
ことを目的として、子育てに
関する制度をはじめ、地域
活動情報、育児サークル、イ
ベントなどの様々な情報の
提供や、メールによる育児
相談、市民からの書き込み
掲示板などの利用者参加型
のメニューを組み込んだＷｅ
ｂサイトを構築、運営します。

アクセス
件数

件 ― ― ― ― 1,227,412 A

　子育てに関する制度をはじ
め、地域活動情報、育児
サークル、イベントなどの
様々な情報の提供や、メー
ルによる育児相談、市民か
らの書き込み掲示板などの
利用者参加型のメニューを
組み込んだWebサイトを管
理・運営し、アクセス件数が
1,227,412件と目標値を上
回ったため、A評価としまし
た。

　市民が必要とする最新の
情報を提供できるよう管理・
運営を行うほか、子育て情
報誌やSNS等への掲載等に
より認知度向上に努めます。
また、子育てを取り巻く環境
は日々変化しているため、子
育て家庭のニーズに答える
コンテンツ内容となるよう、委
託事業者と調整する必要が
あります。

B A A A

　子育てに関する制度をはじ
め、地域活動情報、育児
サークル、イベントなどの
様々な情報の提供や、メー
ルによる育児相談、市民か
らの書き込み掲示板などの
利用者参加型のメニューを
組み込んだWebサイトの管
理・運営を行い、さいたま市
で子育てをしている方に、情
報を収集するためのツール
を提供することができまし
た。

A
子育て
支援政
策課

35
子育て支援
ネットワーク
事業

　様々な情報や支援策を保
護者や子どもたちが効果
的・効率的に活用できる環
境整備、家庭や地域におけ
る育児力の向上とよりよい
子育て・子育ち環境の整備
を進めるため、子育て支援
ネットワーク会議を開催しま
す。

区のネッ
トワーク
設置数

区 ― ― ― ― 8 B

　市の子育て支援ネットワー
ク会議については、新型コロ
ナウイルス感染症対策のた
め、関係機関が一堂に会す
る会議の開催は見送りまし
たが、メール会議に変更し情
報共有を図りました。
　区の子育て支援ネットワー
クについては、各区の子育
てマップ作成に係る打合せと
連動して設置を促しました
が、設置率が80％だったた
め、B評価としました。

　区の子育て支援ネットワー
ク未設置の区については、
地域の特性を生かしたネット
ワークの仕組みを構築する
などの働きかけが必要です。

B B B B

　市の子育て支援ネットワー
クについては、毎年会議を開
催し、関係機関との情報共
有、連携の強化が図られま
したが、区の子育て支援ネッ
トワークについては、未設置
区への設置が進まなかった
ため、引き続き、設置に向け
た働きかけが必要です。

B
子育て
支援政
策課

36
子育て応援
ブック事業

　市内の子育てに関する情
報を一元的に把握し、発信
していくことを目的として、市
内の官民の子育て支援情報
を集約し掲載した「子育て応
援ブック」を発行します。ま
た、「子育て応援ブック」から
抜粋した子育て情報などを
盛り込んだ「子育て応援ブッ
ク外国語版」を作成します。

発行部
数

冊 ― ― ― ― 59,000 A

　子育て中の方やこれから
子育てをする方を対象に子
育て応援ブックを50,000冊、
子育て応援ブック外国語版
を9,000冊をそれぞれ発行
し、目標通りの冊数を市内公
共施設で配布したため、A評
価としました。

　子育て中及びこれから子
育てをする方のために必要
な情報を集約し、紙面の構
成を検討するなど、より分か
りやすく利用しやすい情報の
提供に努めます。
　また、子育て応援ブックを
官民協働発行事業として作
成する事業者を公募により
募集していますが、より多く
の事業者が応募でき、より良
い冊子を作成できるよう、条
件等を見直すことが必要で
す。

A A A A

　子育て応援ブックは、官民
協働の事業として全額広告
費で作成費用を賄い発行し
てきました。妊娠届受理時
や、小学生以下のお子さん
がいる家庭が転入してきた
場合には必ず配布し、希望
者には窓口で手に取ってい
ただく等、さいたま市で子育
てをする方のために必要な
情報を提供することができま
した。

A
子育て
支援政
策課
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37
子育てきっか
け応援ブック
事業

　市内の子育てに関する情
報を一元的に把握し、発信
していくことを目的として、地
域の子育て関連施設・子育
てサークル情報などを取り
まとめた「子育てきっかけ応
援ブック」を作成します。

発行部
数

冊 ― ― ― ― 30,000 B

　「子育てきっかけ応援ブッ
ク」は「子育て応援ブック」と
名称が似ており、2冊の違い
が分かりにくかったため　「あ
そび場ガイドブック」に名称
変更しました。
　各種施設やサークル・団体
情報を掲載することにより、
子育てに不安を持つ方の助
けとなり、また、地域の子育
て支援が推進できるよう、ハ
ローエンゼル訪問・産婦新生
児訪問等での配布に必要な
部数を精査したうえで30,000
冊を発行したため、B評価と
しました。

　子育て中及びこれから子
育てをする方のために必要
な情報を集約し、より分かり
やすく利用しやすい情報の
提供に努めます。
　また、より多くの方に手に
取っていただけるよう、SNS
等を活用するなど、広報内
容を充実させる必要がありま
す。 B B B B

　各種施設やサークル・団体
を掲載・紹介することにより、
子育てに不安を持つ方の助
けとなる冊子を発行し、地域
の子育て支援の推進を図り
ました。また、市内で子育て
支援を行うサークル等の団
体にも、情報を発信するため
のツールを提供することがで
きました。 B

子育て
支援政
策課

38
ブックスタート
事業

　赤ちゃんと保護者が絵本
を通じて楽しいひと時をも
ち、親子の絆を深め「心の通
い合う人間関係」を創造する
一助とするため、各区に1か
所設置している単独型子育
て支援センターにおいて、開
館時間中随時、絵本の配布
を行います。

ブックス
タート

パック引
換件数

件 ― ― ― ― 6,226 A

　対象者に4か月、10か月健
康診査のお知らせと一緒に
案内文を送付するとともに、
市ホームページ、さいたま子
育てＷＥＢ等での周知に努
めたことで、引換者数が
6,226人となり、目標値を大
幅に上回ることができたた
め、Ａ評価としました。

　より多くの家庭に当事業に
参加してもらうため、引き続
き対象家庭に周知する必要
があります。

A A A A

　絵本の配布とともに読み聞
かせ片や本の選び方のアド
バイスを行いました。
　事業の周知に努めたこと
で、計画期間における目標
値を全て達成することができ
たため、Ａ評価としました。

A
子育て
支援政
策課

39-1

仕事と生活の
調和（ワーク・
ライフ・バラン
ス）推進事業

　仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）推進の
ため、市民・企業等に対し、
仕事と生活の調和に関する
情報・関係法令等の提供・
啓発や、講座の開催、表彰
制度の実施、入札制度にお
ける優遇措置等を行いま
す。

事業の
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　ワーク・ライフ・バランスを
推進するため、「父子手帖」
を増刷（15,000冊）し、市内公
共施設等で配布しました。

　ワーク・ライフ・バランスの
推進に向けて、必要に応じて
「父子手帖」の掲載内容を更
新し、発行します。

A A A A

　計画期間中、「父子手帖」
を発行し、市内公共施設等
で配布することができたの
で、Ａ評価としました。

A
子育て
支援政
策課
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A A

　ワーク・ライフ・バランスな
ど、男女がともに働きやすい
職場づくりに向けて、積極的
に取り組んでいる事業者を
表彰し、その取組を周知する
ことや、ワークライフ・バラン
スに関連する講座を継続し
て実施することにより、ワー
クライフ・バランスの必要性
等について啓発を行うことが
できました。

A

人権政
策・男女
共同参
画課

A

　ワーク・ライフ・バランスな
ど、男女がともに働きやすい
職場づくりに向けて、積極的
に取り組んでいる事業者を
「さいたま市男女共同参画推
進事業者」として3事業者表
彰し、市HPや男女共同参画
社会情報誌「You&Me～夢
～」令和2年3月号において
広く市民・事業者へ周知しま
した。また、男女共同参画推
進センターにおいて、仕事と
生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）に関する以下の講
座を実施しました。講座参加
者アンケートにおいて、ワー
ク・ライフ・バランスの必要性
を意識したと回答した受講者
の割合は97.6％であったこと
からA評価としました。

・幼児を持つ母親のための
講座「わたし、本当はどうし
たい？～”もやっと・ざわっ
と”を気づきに変える！～」
　令和元年9月24日、10月1
日、8日、15日、23日（全5回）
対象：女性　参加者数：延
114名
・ワーク・ライフ・バランス出
前講座
 令和元年9月9日　 対象：株
式会社　日本政策金融公庫
参加者数：47名
 令和元年11月7日　対象：財
務省関東財務局　参加者
数：115名

　事業を通して引き続き、
ワークライフ・バランスの促
進のため、長時間労働の削
減や労働生産性の向上など
働き方改革を進めることや、
男性の育児休業の取得促
進、ライフスタイルに対応し
た多様で柔軟な働き方の導
入の重要性等について周
知、啓発を行っていく必要が
あります。

B B― ― ― ― 実施39-2

仕事と生活の
調和（ワーク・
ライフ・バラン
ス）推進事業

　仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）推進の
ため、市民・企業等に対し、
仕事と生活の調和に関する
情報・関係法令等の提供・
啓発や、講座の開催、表彰
制度の実施、入札制度にお
ける優遇措置等を行いま
す。

事業の
実施

―
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39-4

仕事と生活の
調和（ワーク・
ライフ・バラン
ス）推進事業

　仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）推進の
ため、市民・企業等に対し、
仕事と生活の調和に関する
情報・関係法令等の提供・
啓発や、講座の開催、表彰
制度の実施、入札制度にお
ける優遇措置等を行いま
す。

事業の
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　ＣＳＲチェックリストの公表
及び配布を通じて、企業やＣ
ＳＲ関係者に対しワーク・ライ
フ・バランスに関する意識啓
発を行ったので、Ａ評価とし
ました。

　ワーク・ライフ・バランスの
意識啓発に向けて、ＣＳＲ
チェックリストの更なる普及
が必要なため、　中小企業
及び関係団体にＣＳＲチェッ
クリストを配布する等、ＰＲを
継続的に実施します。

A A A A

　企業やＣＳＲ関係者に対す
るワーク・ライフ・バランスの
意識啓発を目的に、ＣＳＲ
チェックリストの公表及び市
内企業等への配布によるＰ
Ｒを継続的に実施し、目標を
達成しました。

A
経済政
策課

39-5

仕事と生活の
調和（ワーク・
ライフ・バラン
ス）推進事業

　仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）推進の
ため、市民・企業等に対し、
仕事と生活の調和に関する
情報・関係法令等の提供・
啓発や、講座の開催、表彰
制度の実施、入札制度にお
ける優遇措置等を行いま
す。

事業の
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　「働く人の支援講座」労務
実務ステップアップコースに
おいて、ワーク・ライフ・バラ
ンス推進に資する、以下の
講座を実施したため、Ａ評価
としました。
　・「働き方改革の取り組み
ポイント」　35名受講

　ワーク・ライフ・バランスを
推進するためには、働き方
や職場環境の改善に関する
企業全体の理解や意識改革
が重要であり、そのために
は、勤労者だけでなく、企業
の労務担当者・管理職・経営
者向けの講座を継続的に実
施する必要があります。

A A A A

　平成27年度から令和元年
度にかけて「働く人の支援講
座」の中で、勤労者や、企業
の労務担当者・管理職・経営
者を対象としたワーク・ライ
フ・バランスの推進に資する
講座を実施しました。計画期
間の年度別評価が継続して
目標を達成し、年度別評価も
それぞれAであるため、総合
評価もAとしました。

A
労働政
策課

A A

　入札制度における優遇措
置を実施することにより、次
世代育成支援対策推進法及
び女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律に
基づく一般事業主行動計画
の策定を企業等に促し、仕
事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）の推進を図るこ
とができました。

A 契約課A

　平成31・32年度建設工事
競争入札参加資格審査の等
級区分において、市内に本
店を有する企業のうち、次世
代育成支援対策推進法に基
づく一般事業主行動計画を
策定し、第12条の規定によ
る届出を労働局に提出した
場合、若しくは、同法第15条
の2の規定による認定を受け
ている場合、又は、女性の職
業生活における活躍の推進
に関する法律に基づく一般
事業主行動計画を策定し、
第8条の規定による届出を労
働局へ提出した場合におい
て、発注者別評価点として10
点を各々加点しました。
　また、総合評価方式で入札
する案件について、次世代
育成支援対策推進法第12条
第1項若しくは第4項に基づく
一般事業主行動計画の届出
がある、又は、第15条の2に
規定による認定を受けてい
る入札参加者に対し、評価
点に2.0点を加点しました。
　以上のことから、Ａ評価とし
ました。

　令和2年6月1日に女性の
職業生活における活躍の推
進に関する法律が改正さ
れ、新たな認定制度が創設
されたことを踏まえ、当該認
定企業への加点評価につい
て検討が必要となります。

A A― ― ― ― 実施39-3

仕事と生活の
調和（ワーク・
ライフ・バラン
ス）推進事業

　仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）推進の
ため、市民・企業等に対し、
仕事と生活の調和に関する
情報・関係法令等の提供・
啓発や、講座の開催、表彰
制度の実施、入札制度にお
ける優遇措置等を行いま
す。

事業の
実施

―

8
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40
要保護児童
対策地域協
議会事業

　虐待を受けた子どもをはじ
めとする、保護を要する子ど
もの情報交換や、支援を行
うための協議を行う要保護
児童対策地域協議会を充実
させ、関係機関の連携強化
を図り、虐待の早期発見、
早期対応、地域でのケアを
適切に行うとともに、家族再
統合を円滑に図るための体
制を整えます。

代表者
会議開
催回数

回 ― ― ― ― 1 A

　令和元年度においては、8
月に1回代表者会議を開催
し、平成30年度の取組内容
及び令和元年度の事業計画
についての審議、さいたま市
における児童虐待の概要に
ついての報告等を行いまし
た。

　児童虐待をはじめとする要
保護児童の諸問題につい
て、早期発見・早期対応を図
る必要があるため、関係諸
機関との連携の強化を一層
進めるとともに、必要な体制
の整備を図り、虐待の予防
から早期発見・早期対応、地
域での適切なケアに努めて
いく必要があります。

A A A A

　全国的に児童虐待件数は
増加傾向にありますが、関
係諸機関との連携の強化を
一層進めるとともに、必要な
体制の整備を図り、虐待の
予防から早期発見・早期対
応、地域での適切なケアに
努めることができました。

A

子ども
家庭総
合セン
ター総
務課

41
家庭児童相
談事業

　子どものしつけや生活習
慣、学校生活、非行などに
関する相談を相談員が受け
付け、子育てに関する不安
を解消します。

相談件
数

件 ― ― ― ― 11,885 A

　家庭における子どものしつ
けや性格、生活習慣、言語、
発達、学校生活、非行、児童
虐待等の相談の受付を実施
し、相談件数が11,885件と平
成30年度より増加したため、
A評価としました。

　家庭児童相談員が、受け
付けた相談に適切に対応し
子育てに関する不安を解消
するためには、高度な専門
知識を得るとともに、多くの
経験を積むことが必要となり
ます。

A A A A

　平成27年度から令和元年
度にかけて、年々相談受付
件数が増加し、広く、家庭児
童相談全般にかかる相談を
受け付けることが出来まし
た。

A

子ども
家庭総
合セン
ター総
務課

42
児童相談所
における支援

　増加する児童虐待相談等
への迅速かつ適切な対応を
確保するため、関係機関と
連携を深め、専門性を高め
るための職員の育成を行
い、あらゆる児童相談に対
応できる体制を推進します。

アセスメ
ント研修
の回数

回 ― ― ― ― 9 A

　職員の相談技術や虐待対
応の専門性向上のため、外
部から講師を招き、当所が
積極的に取り入れている
ケースワークの技法である、
サインズオブセーフティに基
づいたアセスメント研修を年
9回開催しました。

＊　平成29年度までは年10
回開催していましたが、平成
30年度から1回を別研修に組
み込んだため、9回開催とな
りました。

　増加の一途をたどり、複雑
化する児童虐待に対応する
ため、専門性を高い職員の
育成を行う必要があります。

A A A A

　平成27年度から令和元年
度にかけて、増加の一途を
たどり、複雑化する児童虐待
に対応するため、児童福祉
司の増員を行いました。職員
に対し、当所が積極的に取り
入れているケースワークの
技法である、サインズオブ
セーフティに基づいたアセス
メント研修を実施することに
より、専門性を高い職員の育
成を行えたため、A評価とし
ました。

A
北部・南
部児童
相談所

43

虐待の発生
予防・援助に
おける職員の
能力の向上

　急増する児童虐待相談に
対応するため、児童相談所
の職員の専門性を強化する
とともに、各区支援課等を交
えた研修の充実を進めるほ
か、地域の主任児童委員等
を対象にした研修を実施し、
虐待予防の充実を図りま
す。 研修の

実施回
数

回 ― ― ― ― 16 A

　民生委員児童委員および
主任児童委員に対し、児童
相談所の地区担当職員との
連携や民生委員と主任児童
委員の役割・課題等につい
ての座談会を各区年1回の
合計10回開催しました。ま
た、各区支援課、家庭児童
相談員および保健センター
職員を対象に児童相談所に
おける虐待対応や連携につ
いての研修を年6回開催しま
した。
　これにより、問題を抱えた
家族が生活する、より身近な
各関係機関との情報共有や
連携を図りました。

　相談者にとって身近な存在
である地域の機関との連携
は重要であり、地域の機関
が適切な対応ができるよう、
専門的な研修を実施するこ
とにより、連携強化します。

A A A A

　民生委員児童委員および
主任児童委員に対し、児童
相談所の地区担当職員との
連携や民生委員と主任児童
委員の役割・課題等につい
ての座談会を、また、各区支
援課、家庭児童相談員およ
び保健センター職員を対象
に児童相談所における虐待
対応や連携についての研修
を実施することにより、問題
を抱えた家族が生活する、よ
り身近な各関係機関との情
報共有や連携を図ることが
できたため、A評価としまし
た。

A
北部・南
部児童
相談所

9
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44
児童虐待防
止啓発事業

　オレンジリボンキャンペー
ンの実施などにより、虐待防
止の啓発を図り、児童虐待
のない社会づくりを推進しま
す。

オレンジ
リボン
キャン

ペーンの
実施回

数

回 ― ― ― ― 2 A

　オレンジリボンキャンペー
ンについて、厚生労働省が
定める11月だけではなく、市
独自に5月にもオレンジリボ
ンキャンペーンを実施したた
め、A評価としました。

　虐待を防止し子どもの権利
を守るため、できるだけ多く
の方の意識の向上を図り、
啓発を行っていく必要があり
ます。虐待防止やオレンジリ
ボンについての認知度は上
がってきているとはいえ、市
民一人ひとりには、完全に認
識されているとまでは言えな
いと考えています。このた
め、啓発活動の内容につい
て模索しながら、効果的なＰ
Ｒ方法を検討していきます。

A A A A

　年間2回のオレンジリボン
キャンペーンにおいて、市報
や市ホームページへの記事
の掲載、市区役所等への横
断幕・懸垂幕の掲出及び区
役所の窓口や図書館・公民
館へのポスターの掲出等に
より、児童虐待防止の啓発
に努め、児童虐待が児童に
及ぼす影響や虐待通告窓口
等について周知を図ることが
できました。

A

子ども
家庭総
合セン
ター総
務課

47
24時間・365
日体制強化
事業

　児童虐待の早期発見と早
期対応を強化するとともに、
48時間以内の児童の安全
確認を実施していくため、24
時間児童虐待通告電話によ
る夜間休日を問わずいつで
も通告・相談に応じる体制の
充実強化を図ります。

受付件
数

件 ― ― ― ― 1,204 A

　年々増加する児童虐待通
告や電話相談に対応するた
め、24時間虐待通告電話相
談員に対し、専門性を高める
ための研修を実施しました。
令和元年度は「警察との連
携について」、「事例紹介」、
「認知を用いたストレスマネ
ジメント」をテーマに研修を実
施し、相談業務の充実を図り
ました。

　電話による通告、相談件数
が増加する中で24時間虐待
通告電話相談員の専門性が
求められるため、今後も迅速
かつ的確な対応ができるよ
う、専門的な研修を実施して
いきます。なお、24時間虐待
通告電話への相談件数は前
年度に比べて85件増、さい
たま市全体の児童虐待相談
件数は330件増となりまし
た。

A A A A

　年々増加する児童虐待通
告や電話相談に対応するた
め、24時間虐待通告電話相
談員に対し、数多くの研修を
行い、相談業務の専門性を
充実を図ることができたた
め、A評価としました。 A

北部・南
部児童
相談所

48

社会福祉審
議会児童虐
待検証専門
分科会

　重篤な児童虐待事例が発
生した際に、同様の事例の
再発防止に向けて審議し、
抽出された問題点や課題な
どを踏まえ、その解決に向
けた具体的な対策につい
て、報告書をもって提言しま
す。

事業の
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　平成30年2月及び3月に市
内で発生した児童虐待によ
る死亡事案について、平成
30年度中に続き、令和元年
度に当分科会を3回開催し、
検証を進め、検証報告書を
作成しました。令和2年1月に
は市長に対し答申書と併せ
て、検証報告書を提出しまし
た。

　行政機関の関わりがな
かった事例の検証をする場
合には、関係機関から得ら
れる情報が少なく、詳細な検
証を行うことが難しい実情が
あります。個人情報保護に
対する配慮はありますが、法
令の範囲内で、行政機関だ
けでなく民間の関係機関か
らも情報収集できるよう努め
ます。

A － A A

　計画期間中に検証対象と
した児童虐待事例は、平成
30年2月及び3月に市内で発
生した2件でした。児童虐待
事例に精通した心理・精神
の専門家が分科会委員とし
て参加したことで、事例が発
生した要因等の情報が少な
い中、具体的な提言をまとめ
ることができました。

A
子育て
支援政
策課

10
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50
児童養護施
設等整備推
進事業

　家庭における養育が困難
な児童等を、家庭的な環境
で養育、自立支援するた
め、児童養護施設の本体施
設の小規模化や施設機能
の地域分散化等を推進し、
家庭的養護の充実を図りま
す。また、養育単位が小規
模化された乳児院を整備す
るなど、施設の特性と役割
を踏まえた適切な養育体制
を構築し、社会的養護の充
実を図ります。

乳児院
数

施設 ― ― ― ― 2 A

　平成28年6月から児童養護
施設等（乳児院）が開設され
ており、目標達成済みのた
めA評価としました。

　児童養護施設等において、
個々の子どものニーズに応
じた丁寧なケアが提供できる
よう本体施設の小規模化を
含め、施設ごとの特性に応じ
た最適な養育体制を構築
し、社会的養護の充実を図
ることができるよう、引き続き
検討を進めていきます。

A A A A

　平成28年の児童福祉法改
正により、家庭的養育優先
原則が定義づけされました。
施設から里親等への養育転
換が求められたことで、施設
の小規模化・地域分散化・多
機能化を推進していく方向と
なったため、既存の施設以
外に新たに施設を増やすこ
となく進められました。
　今後は、施設の小規模化・
地域分散化・多機能化に向
け、施設と調整を図っていき
ます。

A

子ども
家庭総
合セン
ター総
務課

A A

　里親制度の普及啓発活動
を継続的に実施した結果、
里親登録数が計画期間中で
84組増加しました。
　また、関係機関と連携し里
親支援に注力した結果、里
親子間での関係不調がなく
なり、目標指標である里親へ
の委託率が、計画期間当初
の目標値から最終的には
10％以上伸ばす成果が得ら
れたため、A評価としました。

A
北部・南
部児童
相談所

A

　「里親公開講座」の開催、
集客施設等での普及啓発イ
ベント「里親応援の集い」の
開催、里親月間における里
親制度ＰＲ「One Loveキャン
ペーン」の実施により、里親
制度が幅広く周知され、里親
登録数が増加しました。
　また、里親サロン、里親派
遣支援、里子支援ボランティ
ア、里親支援専門相談員と
の連携等により、里親支援
の充実を図りました。
　その結果、目標値である里
親への委託率35％を上回る
43.9％を達成できたため、Ａ
評価としました。

　平成28年度児童福祉法改
正により、子どもが権利の主
体であること、実親による養
育が困難であれば、里親や
特別養子縁組などで養育さ
れるよう、家庭養育優先の
理念等が規定されました。こ
の改正法の理念を具体化し
た「新しい社会的養育ビジョ
ン」により、愛着形成に最も
重要な時期である3歳未満に
ついては概ね5年以内に、そ
れ以外の就学前の子どもに
ついては概ね7年以内に里
親委託率75％以上を実現
し、学童期以降は概ね10年
以内を目途に里親委託率
50％以上を実現することが
提言されました。
　児童虐待が増加する中、
保護を要する児童に対して
は、社会的養護体制におい
てより家庭的な環境で愛着
関係の形成を図ることができ
る里親への委託を推進する
ことが重要となるため、里親
登録数の増加が求められま
す。
　また、里親等の制度に対す
る社会的理解や関係機関の
共通認識、里親等に対する
支援が不十分であることなど
により、里親等への委託が
十分に行われているとは言
い難い状況にあるため、里
親に対する支援体制を充実
させることが必要です。

A A― ― ― ― 43.949 里親制度

　里親になるための、里親
公開講座等を継続的に企
画・実施し、里親の登録数を
増やし、里親委託を推進し
ます。また、里親基礎研修・
更新研修等を実施し里親の
資質の向上を図るとともに、
里親応援の集いの開催や
里親委託推進員の配置等
により里親の支援を図りま
す。

里親へ
の委託

率
％
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51
母子生活支
援施設事業

　18歳未満の子どもを養育
している母子家庭の母親
が、生活上の問題のため子
どもの養育が十分にできな
い場合に、母子生活支援施
設において母子の生活を支
援します。また、入所者が自
立し退所できるように支援体
制を強化するとともに、すべ
ての母子家庭の方が安心・
安定した環境で子育てがで
きるよう支援します。

入所世
帯数

世帯 ― ― ― ― 3 C

　さいたま市母子生活支援
施設けやき荘に入所して自
立に向けた支援を行う母子
について、10世帯の入所を
目標としていましたが、令和
元年度は新規入所が3世帯
となったため、C評価としまし
た。

　課題として、市内の母子生
活支援施設が1か所である
ため、夫等の暴力等から避
難し保護が必要である母子
を入所させた場合、所在が
特定されるおそれがありま
す。
　このため、市外施設への入
所により所在を特定できない
ようにし、夫の暴力等から避
難し保護が必要である母子
の安全性を高めるとともに、
さいたま市以外の住民を受
け入れることによりさいたま
市母子生活支援施設けやき
荘の稼働率の向上を図りま
す。

C C C C

　入所する際の決め事に対
して、母子が受け入れできず
に入所を断念し、必要として
いる母子に対して十分な支
援が行えないケースがあり
ました。

C

子ども
家庭総
合セン
ター総
務課

52
児童虐待防
止家族支援
事業

　虐待を受けた子どもとその
保護者等の家族再統合へ
の取組の充実を図るため、
精神科医師や弁護士及び
専門家に助言を受け、相談
援助活動の充実を図りま
す。また、家族支援のため
の評価やプログラムによる
家族再統合の促進を図りま
す。

カンファ
レンス実
施回数

回 ― ― ― ― 65 A

　虐待ケースの家族再統合
に向け、家族と協働で児童
の安全を守るプランを作成す
るため、援助方針会議や各
ケースワーカーから今後の
方針確認のため、65回の家
族支援ケースカンファレンス
を実施しました。

　今後も引き続き、様々な問
題を抱える家族に対し、多角
的な視点から適切なアセスメ
ントをするため、家族再統合
に向けた家族支援ケースカ
ンファレンスの充実を図って
いきます。 A A A A

　虐待ケースの家族再統合
に向け、家族と協働で児童
の安全を守るプランを作成す
るため、援助方針会議や各
ケースワーカーから今後の
方針確認のため、家族支援
ケースカンファレンスを実施
しました。これにより多角的
な視点から適切なアセスメン
トが行えましたので、A評価と
しました。

A
北部・南
部児童
相談所

B B

　診察室の増設や医師の増
員等により診察回数を拡大
し、患者の状況に応じて診察
を早めるなどの取組を進め、
初診待ち期間については平
成27年度84日から令和元年
度61日と23日の短縮となりま
したが、今後も引き続き待ち
期間の短縮に努めます。
　また、障害児が地域生活に
おいて安心して過ごせるよ
う、施設訪問や職員向け研
修の実施等、施設支援を行
うことが重要であり、今後も
引き続き、人材育成のため
療育施設に対する支援を拡
充していきます。

B
総務課
（ひまわ

り）
A

　初診待ち期間の短縮のた
め、常勤・非常勤の小児科
医師の増員や児童発達支援
センターでの個別指導など
診察回数の確保に取り組
み、初診待ち期間は平成30
年度72日から令和元年度61
日に短縮することができまし
た。
　また、　障害児とその保護
者が地域で安心して生活で
きるための支援として、保育
所・幼稚園等へ専門職を派
遣する出張カンファレンス、
公立保育園の療育相談への
協力をはじめとする地域支
援を実施しました。
　初診待ち期間を11日と大
幅に短縮したほか、地域支
援を着実に実施することがで
きたため、A評価としました。

　発達に遅れのある子どもや
障害児等の診療は初診以降
も継続的に、状態の変化を
把握・確認していく必要があ
ります。初診数を増やすこと
で再診数も増加するため、引
き続き診察回数・予約枠の
調整に取り組みます。
　また、地域で障害児の支援
にあたる人材育成のため、
療育施設に対する訪問支援
を拡充していきます。 B B― ― ― ― 実施53

総合療育セン
ター事業

　医療・福祉が一体となって
行う障害児等の早期診断・
早期治療、障害に応じた訓
練・指導及び保護者支援を
継続して実施します。また、
診察や療育を受けるまでの
待機期間の短縮のため療育
センター機能の見直しを図り
ます。
　障害児やその保護者が地
域で安心して生活できるよ
う、診療所や児童発達支援
センターの専門職員数の適
正な配置を図ります。併せ
て、多職種の専門職による
保育所・幼稚園等への訪問
支援及び特別支援教育相
談センターとの連携を図るな
どの地域支援を引き続き実
施します。

事業の
実施

―
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実施―55

保育施設等
における障害
児保育の推
進

　障害のある子どもや特別
な支援を必要とする子ども
に対し、より多くの認可保育
所等での受け入れを拡大
し、専門的な知識・技術を有
する療育機関（総合療育セ
ンターひまわり学園等）と連
携した保育の充実に努め、
保護者の子育てと就労の両
立を支援するとともに、子ど
もの健やかな育ちを目指し
ます。
　さらに、個々の発達状況や
個性を踏まえながら、集団
保育の中で成長を支援でき
るよう専門職員による巡回
指導等の対象施設を拡充
し、障害の特性に配慮した
体制の整備を推進します。
　また、認可保育所等にお
ける障害児の受け入れを実
施するに当たり、必要となる
保育士の確保等が円滑に
行えるように補助制度の充
実を図り、様々な障害に対
応するための専門知識等に
関する研修を実施するな
ど、保育士の資質向上と質
の高い障害児保育を推進し
ます。

事業の
実施

― ― ― ― AA

　公立保育所での障害児等
の受入れについては、常に
定員に達している状況であ
るため、民間保育施設での
受入れの促進と加配に必要
な保育士の確保を推進する
必要があります。
　また、保育の量的拡大や
保育ニーズの多様化が進む
中、障害児等の保育のため
の専門的な知識の習得が必
要となります。

　障害児保育対策事業補助
金の交付対象となる受け入
れ児童数が、平成30年度で
は延べ119人でしたが、令和
元年度では延べ161人に増
加となりました。

A 保育課A

　民間保育施設での受け入
れを実施できており、受け入
れ児童数も平成27年度延べ
74人から令和元年度は延べ
161人と増加しています。ま
た、令和元年度に重度障害
児についても5名の受け入れ
を実施しました。このため、A
評価としました。

AA

A A

　私立幼稚園等巡回相談に
ついては、5年間で、新たに
訪問した園を32園拡大する
ことができました。また、当初
予定していた訪問回数を上
回る申込み件数が続いたこ
とから、事業の周知が浸透し
てきていると思われます。

A
幼児政
策課

A

　私立幼稚園等特支援別巡
回相談は、心身に障害（発
達障害を含む。）等がある児
童が、私立幼稚園及び認定
こども園において適切な支
援を受けることができるよう
相談員を派遣するものです。
申込数63園に対し、61園へ
訪問し、巡回相談を実施しま
した。
　私立幼稚園等特別支援事
業費補助金では、要支援児
への特別な教育的支援を行
う幼稚園（48園・151名）に対
して補助金を交付しました。
　私立幼稚園特別支援教育
支援では、私立幼稚園協会
が主催する特別支援教育に
関する研修会を支援するた
め補助金を交付しました。

　私立幼稚園等特別支援事
業費補助金の申請園から、
私立幼稚園等特別巡回相談
の訪問要請がくるとは限らな
いのが現状です。双方の事
業を関連させて利用してもら
えるよう、引き続き、研修会
や電話連絡などを行うなどし
て、巡回相談の訪問拡大を
図ります。

A A― ― ― ― 実施54
特別支援事
業

　幼稚園に通園する障害児
やその疑いのある幼児を対
象に、補助職員の採用や特
別支援に必要な用具の設置
や教諭の研修等、園運営の
円滑化や保育環境の充実
に資することを目的に、当該
経費に対し助成を行いま
す。
　また、臨床心理士等を希
望する幼稚園に派遣し、対
象幼児の行動観察を行った
うえで、保育やクラス運営に
関する相談を受ける等、担
当教諭のみならず園全体の
保育の質の向上を図りま
す。

事業の
実施

―
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A A

　平成27年度より継続的に、
発達障害に特化した居場
所・日中体験活動の場として
発達障害者社会参加事業を
業務委託にて実施し、当事
者の社会参加の向上に努め
ました。また、学生向けキャ
リア形成支援事業について
も、関係機関との連携を図り
ながら実施し、思春期支援
体制の整備に向け取り組み
ました。以上のことから、総
合評価をAとしました。

A

障害者
総合支
援セン
ター

A

　発達障害者社会参加事業
につきましては、令和元年度
も業務委託にて、継続的に、
家庭以外の居場所や日中体
験活動の場の提供を行いま
した。また、利用に際しての
当事者やご家族の不安の軽
減を図るため、見学会を年3
回開催し、併せて個別の相
談会も実施しました。さらに
キャリア形成支援事業では、
子ども家庭総合センターと共
催で、当事者、家族、支援者
に向けた各種講座を実施し
ました。開催にあたっては、
教育機関を含めた思春期年
代を対象とする関係機関と
の連携を深めながら、講座を
開催することができました。
以上のことから、A評価としま
した。

  社会参加事業の利用者の
傾向として、長く家庭の中で
ひきこもりの状態にあった方
が多いため、長期的かつ個
別性に配慮した支援計画の
もと、取り組みを強化していく
必要があります。同時に、本
人を支えるための家族のサ
ポートも、より一層充実させ
ていく必要があります。さら
に、思春期には二次障害が
深刻化する傾向があり、中で
も支援が手薄となる高校生
年代の支援を強化推進して
いく必要があります。

A A― ― ― ― 推進57
発達障害者
支援センター
の充実

　これまで相談の受け皿が
乏しく、支援方法の未確立
な成人期(当事者及び家族、
支援者)の相談支援の充実
を図ります。同時に普及啓
発活動や連絡協議会の開
催等を通し、地域支援体制
の構築を推進します。また、
思春期から成人期にわたる
発達障害に特化した居場
所・日中体験活動の場を創
出し、発達障害者の社会参
加の向上を図ります。さらに
二次障害予防として高校生
年代の支援を見直し、思春
期支援体制の整備に努めま
す。

事業の
実施及
び推進

―

A A

　計画期間を通して、公設放
課後児童クラブにおいては、
定員に障害のある児童の優
先受入枠を設け、　民設放
課後児童クラブにおいては
障害のある児童を受け入れ
るクラブに対する職員の加
配、委託料の増額を行うとと
もに、バリアフリー等の施設
改修費の助成を実施しまし
た。
　また、障害児支援に関する
研修を実施するほか、専門
知識を備えた職員による保
育相談を実施し、障害のある
児童のみならず、特別な支
援が必要な児童の保育を行
うクラブの支援を実施しまし
た。

A
青少年
育成課

A

　平成31年4月1日時点にお
いて、266クラブ中116クラブ
において191人の障害児を受
け入れました。
　民設クラブ委託料におい
て、障害児担当支援員の加
配にかかる人件費の基準額
を加算しました。
　障害児支援に対する専門
性を高めるための支援員研
修を2回実施しました。
　障害児支援の専門知識を
備えた職員による巡回相談
を継続実施し、各クラブにお
ける障害児支援をサポートし
ました。
　これらの取り組みにより、
放課後児童クラブにおける
障害児支援を推進したこと
から、Ａ評価としました。

　障害児及び特別な配慮を
要する児童数の増加により、
対応に苦慮する事例も増え
ていることから、研修内容の
工夫や巡回相談における専
門機関との連携強化などに
取り組んでいく必要がありま
す。

A A― ― ― ― 実施56

放課後児童
クラブにおけ
る障害児保
育の推進

　障害のある児童が住み慣
れた地域で安心して放課後
を過ごすことができるよう、
すべての放課後児童クラブ
において受入体制を整えま
す。
　公設放課後児童クラブに
おいては、定員に障害のあ
る児童の優先受入枠を設け
ます。
　民設放課後児童クラブに
おいては、「さいたま市放課
後児童健全育成事業実施
要綱」及び「さいたま市放課
後児童クラブ健全育成事業
委託実施基準」に基づき、障
害のある児童を受け入れる
クラブに対する職員の加
配、委託料の増額を行うとと
もに、バリアフリー等の施設
改修費を助成します。
　また、障害児支援に関する
研修を実施するほか、専門
知識を備えた職員による保
育相談を実施し、障害のあ
る児童のみならず、特別な
支援が必要な児童の保育を
行うクラブを支援します。

事業の
実施

―

14
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58
自立支援医
療（育成医
療）給付

　身体に障害のある子ども
または、現存する病気を放
置すると障害を残すと認め
られる子どもであって、確実
な治療効果が期待できる場
合に、医療費の給付及び補
装具の交付を実施します。 事業の

円滑な
実施

― ― ― ― 実施 A

　母子健康手帳やホーム
ページ、指定医療機関等か
ら市民へ制度の周知を図り、
適切な医療給付事務を遂行
できたため、A評価としまし
た。

　本制度は事前申請を原則
としていますが、医療機関が
遠方など、意見書の準備に
時間がかかり事後申請にな
るケースが多数ありました。
　今後も、指定医療機関や
各区保健センターと一層連
携を強化し制度理解を深
め、市民に適切な説明が出
来るよう努めていく必要があ
ります。

B A A A

　本事業の実施について、目
標の数値設定による評価
は、当該事業の性質上そぐ
わないため、平成28年度以
降は継続的・安定的な事業
の実施について評価を行い
ました。
　母子健康手帳やホーム
ページ、さいたま市の障害者
福祉ガイド、指定医療機関
等から市民へ制度の周知を
図り、適切な医療給付事務
を遂行しました。

A
疾病予
防対策

課

59
保育所の優
先入所

　ひとり親家庭等の子育てと
仕事の両立を支援するた
め、ひとり親家庭等の子ども
が優先的に保育所へ入所で
きるよう配慮します。

事業の
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　ひとり親家庭等の生活状
況を考慮し、優先的に保育
所に入所できるよう継続して
配慮を行いました。

　核家族化や女性の社会進
出に伴い、保育需要が高
まっている中、生活の安定と
自立のため、より保育の必
要性の高いひとり親家庭等
の児童が優先的に保育所へ
入所できるよう、継続して配
慮を行う必要があります。

A A A A

　計画期間を通して、保育所
の利用調整における指数の
加点等による優遇措置を行
い、ひとり親家庭等の子ども
が優先的に保育所へ入所で
きるよう継続して配慮したこ
とで、ひとり親家庭等の生活
の安定と自立を支援すること
ができました。このため、A評
価としました。

A 保育課

60
放課後児童
クラブの優先
入所

　ひとり親家庭等が、子育て
と仕事の両立を図ることが
でき、生活の安定と自立を
促進するために、放課後児
童クラブの入室における審
査基準点の加点などによる
優遇措置を講じます。

事業の
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　さいたま市放課後児童健
全育成事業実施要綱を基
に、ひとり親家庭等が優先的
に利用できるよう放課後児
童クラブの入室審査におい
て、指数の加点などによる優
遇措置を行ったため、A評価
としました。

　入室希望者が定員を大きく
超過するクラブでは、ひとり
親家庭等でも不承諾となるこ
とが懸念されるため、引き続
き放課後児童クラブの拡充
に努め、待機児童の解消に
取り組んでいく必要がありま
す。

A A A A

　毎年度、さいたま市放課後
児童健全育成事業実施要綱
を基に、ひとり親家庭等が優
先的に利用できるよう放課
後児童クラブの入室審査に
おいて、指数の加点などによ
る優遇措置を実施しました。

A
青少年
育成課

61

市営住宅に
おける母子世
帯等の優先
入居

　市営住宅の定期募集に際
し、母子世帯等の社会的弱
者の当選確率を優遇し、居
住の安定を図ります。

母子世
帯新規
入居戸

数

世帯 ― ― ― ― 19 A

　市営住宅の入居募集の際
に母子世帯、高齢者世帯、
障害者世帯など住宅困窮度
の高い世帯に対して、抽選
番号を1つ多く付与すること
によって一次当選確率を高
め、一次当選者の中から入
居順位を決定する際の困窮
度判定時には加点を行い、
優遇を行いました。
　令和元年度の母子世帯の
市営住宅への新規入居戸数
は19世帯となっており、目標
値を達成することができまし
た。

　昨今は、社会情勢の変化
に伴い、さまざまな事情を抱
えた家族形態が存在するた
め、柔軟に対応を行っていく
必要があります。

A A A A

　計画期間を通して目標値を
達成することができたので、
今後も引き続き、母子世帯を
含むあらゆる住宅困窮度の
高い世帯向けに対し、優遇
措置を継続します。

A
住宅政
策課

15
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62
さいたま市入
居支援制度

　民間賃貸住宅への入居を
拒まれがちな高齢者、障害
者、ひとり親世帯等に対し、
賃貸人への啓発や情報提
供により、民間賃貸住宅へ
の入居を支援します。

名簿掲
載協力
不動産
店数

店舗 ― ― ― ― 62 A

　ひとり親世帯や高齢者世
帯等に対して、不動産店の
情報提供を行いました。併せ
て、入居支援制度と同様の
施策である「埼玉県あんしん
賃貸支援事業」において登
録されている不動産店の情
報提供を行いました。  令和
元年度の名簿掲載協力不動
産店数は62店となりました。

　名簿掲載協力不動産店数
は年によって増減があるた
め、「埼玉県あんしん賃貸支
援事業」や「住宅確保要配慮
者の入居を拒まない賃貸住
宅登録制度」と併せて本制
度を周知していきます。

A A A A

　本制度と関連諸制度を併
せて情報提供を行ったこと
で、ひとり親世帯等の住宅確
保要配慮者の民間賃貸住宅
への円滑な入居を支援でき
たと考えます。 A

住宅政
策課

63

ひとり親家庭
等就業・自立
支援センター
事業（生活支
援）

　ひとり親家庭の母等の抱
える日常生活上の様々な悩
み等の相談に関し、母子・父
子自立支援員等による適切
な助言や指導を行うととも
に、各種行政支援策等の情
報提供を行うなど、直面する
諸問題の解決に向け支援し
ます。
　また、法律知識が必要とな
る親権等の相談に関して
は、弁護士による法律相談
を実施します。

支援の
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　ひとり親家庭の母等の抱え
る日常生活上の様々な悩み
等の相談に関し、母子・父子
自立支援員等による適切な
助言や指導を行うとともに、
各種行政支援策等の情報提
供を行うなど、直面する諸問
題の解決に向け支援を行い
ました。
　また、法律知識が必要とな
る親権等の相談に関して
は、弁護士による法律相談
を実施しました。

　父子家庭の利用が少ない
点が課題であるため、周知・
広報を図っていきます。

A A A A

　ひとり親家庭の母等の抱え
る日常生活上の様々な悩み
等の相談に関し、母子・父子
自立支援員等による適切な
助言や指導を行うとともに、
各種行政支援策等の情報提
供を行うなど、直面する諸問
題の解決に向け支援を行う
ことが出来ました。
　また、法律知識が必要とな
る親権等の相談に関して
は、弁護士による法律相談
を案内し、実施しました。

A
子育て
支援政
策課

64

ひとり親家庭
等自立支援
プログラム策
定事業

　ひとり親家庭の母等の就
業・自立を促進するため、対
象者に合った自立支援計画
を立てて、就職等のサポート
を行います。また、必要に応
じて、ハローワークとの連携
による職業訓練の支援要請
を行います。

プログラ
ム策定
件数

件 ― ― ― ― 0 C

　令和元年度においては、申
請者がいなかったため、C評
価としました。

　平成26年度から各区役所
にジョブスポットが設置（平成
27年度までに全10区に設
置）されており、ハローワーク
に支援要請を行うことなく、
案内することが可能となった
ため、利用者が減っていま
す。
　そのため、他事業を利用す
るひとり親の方を対象に、本
制度を周知する等の対応を
検討いたします。

C C C C

　各区役所にジョブスポット
が設置されておりそこで就職
等のサポートが利用できるこ
とで、本制度の利用者数が
減少となっておりC評価とし
ました。

C
子育て
支援政
策課

65

ひとり親家庭
等就業・自立
支援センター
事業（就労支
援）

　ひとり親家庭の母等の就
業・自立を促進するため、就
業に関する各種相談に応じ
るほか、就業に必要な知識
や技能の習得を図るための
就業支援講習など就業に向
けた支援を行います。

介護職
員初任
者研修
参加者

人 ― ― ― ― 15 C

　令和元年度においては、計
2回の介護初任者研修を実
施しましたが、参加者数が15
人であったため、C評価とし
ました。

　近年、参加者が少ない状
況が続いているため、研修
の実施時期等の見直しや、
周知・広報の在り方を検討し
ていきます。
　また、研修内容のニーズの
調査の実施も検討していき
ます。

B A A C

　計画期間中、継続し実施す
ることで自立につながるよう
支援を行うことが出来ました
が、近年、参加者数が少な
い状況にあります。利用者の
ニーズにあった研修の検討
が必要と考えます。

C
子育て
支援政
策課

16
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66

ひとり親家庭
高等職業訓
練促進給付
金

　ひとり親家庭の一層の生
活の安定を図るため、就職
に有利な資格の取得を目指
し、１年以上養成機関などで
修学する場合に、高等職業
訓練促進給付金を支給しま
す。

養成機
関修了
者の常
勤就職・
進学率

％ ― ― ― ― 71 B

　令和元年度においては、55
名の方に支給を行い、その
方々に64,302,500円給付を
行いました。
　達成値については、71%の
常勤就職・進学率であり、目
標値の79％達成のため、B
評価としました。

　支給審査の段階で、資格
取得の見込があるか判断す
る必要があります。

A A A A

　令和元年度については、さ
らなるステップアップのため
に進学をした方や資格試験
に不合格であった方が例年
より多く、達成値が低下しま
したが、5年間の平均達成値
が94％であったためA評価と
しました。

A
子育て
支援政
策課

67

ひとり親家庭
自立支援教
育訓練給付
金

　ひとり親家庭の自立の促
進を図るため、教育訓練講
座を受講し修了した場合、
経費の一部を支給します。

ひとり親
家庭等
自立支
援教育
訓練給
付金支
給件数

件 ― ― ― ― 13 C

　令和元年度のひとり親家
庭等自立支援教育訓練給付
金支給件数が13件にとど
まったためC評価としました。

　本制度の給付を受けるた
めには、講座受講前にその
講座が給付金対象講座に指
定されることが必要ですが、
講座指定申請数も減ってい
ることから制度のさらなる周
知・広報を図る必要がありま
す。

C C A A

　対象者が拡大する又は支
給額が増となった制度改正
により支給者が増加した年
度がありましたが、5年間の
平均受給者数が15件であっ
たため、C評価としました。

C
子育て
支援政
策課

68
母子・父子・
寡婦福祉資
金貸付制度

　母子、父子及び寡婦に対
して必要な資金を貸す母子・
父子・寡婦福祉資金貸付制
度を推進し、母子家庭の
母、父子家庭の父及び寡婦
の方の経済的自立や、扶養
している児童の福祉増進を
図ります。

貸付件
数

件 ― ― ― ― 88 A

　母子家庭の母、父子家庭
の父及び寡婦の方への資金
の貸付件数において、令和
元年度は60件の貸付を目標
としていましたが、88件の貸
付を行うことができ、母子家
庭の母、父子家庭の父及び
寡婦の方の経済的自立や、
扶養している児童の福祉増
進に寄与することができたた
めA評価としました。

　貸付する資金には貸付限
度額が設定されているため、
貸付を希望する方が必要と
する金額の全額を貸し付け
ることができません。
　このため、貸付前に行うひ
とり親家庭就業自立支援セ
ンターへの相談時に、貸付を
希望する方が利用できる他
の支援制度を必要に応じて
案内していくことが求められ
ます。

A A A A

　計画期間中、継続して事業
を実施し、毎年度60件以上
の貸付件数を維持すること
ができ、目標値を達成し年度
別評価もAを維持することが
できました。

A
子育て
支援政
策課

69

ひとり親家庭
等就業・自立
支援センター
事業（養育費
相談）

　ひとり親家庭の母等の養
育費に関して専門家との相
談を実施するほか、養育費
取得等に関する相談機関や
各種支援策などの情報提供
を行います。

養育費
に係る法
律相談
の受付

数

件 ― ― ― ― 33 A

　令和元年度においては、33
件（平成30年度より4件増）
の相談を行ったため、A評価
としました。

　平成29年度から8月に区役
所においても法律相談を実
施していますが、利用者数
が少ないため、活用して頂け
るよう相談受付の整備を行う
とともに、周知・広報を図って
いきます。

A B A A

　計画期間を通して、継続し
て実施する事ができ、相談
受付件数は平成27年度の19
件から令和元年度は33件に
増加しました。 A

子育て
支援政
策課

70
児童扶養手
当

　父又は母と生計を同じくし
ていない児童を育成する家
庭の生活の安定と自立の促
進に寄与するため、当該児
童を養育する者に児童扶養
手当を支給します。

事業の
円滑な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　児童扶養手当の支給につ
いて、令和元年度は、受給
者へ支払を着実に行ったた
め、A評価としました。また、
令和元年度の児童扶養手当
法の一部改正による支払回
数の変更について受給者へ
周知するとともに、適切に支
給を行いました。

　今後も児童扶養手当の制
度改正が見込まれるため、
それに対応し、支給業務を
滞りなく行うことが課題として
挙げられます。

A A A A

　児童扶養手当法の改正に
より、所得制限限度額の引
き上げや支払回数の変更等
がありましたが、受給者へ支
払を着実に行いました。

A
子育て
支援政
策課

17
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71
ひとり親家庭
等医療費支
給事業

　受給資格者〔1．母子家庭
の母、2．父子家庭の父、3．
養育者家庭の養育者（1
人）、4．父又は母に一定の
障害がある場合は当該障害
の状態にない方の1人、5．
上記1～4に監護されている
児童で18歳に達した日の属
する年度の末日までのもの
（一定の障害のある児童に
ついては20歳未満）〕の中
で、受給資格証の交付を受
けたものの健康保険各法に
規定する保険診療一部負担
金を助成します。

事業の
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　ひとり親家庭等の生活の
安定と自立を支援し、ひとり
親家庭等の福祉の増進を図
るために医療費の一部負担
金を支給しました。併せて登
録申請漏れがないよう、関係
各課と連携を取り制度案内
を実施しました。令和元年度
の目標である、ひとり親家庭
等医療費支給事業の実施を
行うことができたため、上記
のような進捗状況としまし
た。

　今後も継続して事業を実施
していくために、ジェネリック
医薬品の使用促進と合わせ
て適正受診の啓発を引き続
き行っていくことが必要だと
考えます。

A A A A

　計画期間中、継続して事業
を実施することができ、年度
別評価についてもAを維持す
ることができました。ひとり親
家庭等に対し医療費の一部
を支給することにより、ひとり
親家庭等の生活の安定と自
立を支援し、もってひとり親
家庭等の福祉の増進を図る
ことができたため、総合評価
をAとしました。

A
年金医
療課

72
ひとり親家庭
等児童就学
支度金

　中学校に入学予定の児童
を養育している市町村民税
非課税世帯（生活保護受給
世帯は除く）の母子家庭の
母、父子家庭の父又は父母
のいない児童を養育してい
る人に、その児童の入学準
備に必要な経費の一部を助
成します。

ひとり親
家庭児
童就学
支度金
支給者

数

人 ― ― ― ― 258 C

　児童扶養手当申請時に案
内を徹底することやひとり親
家庭等医療費支給制度の通
知に案内を同封する等、周
知を行い、令和元年度にお
いては、258件の支給を行い
ました。

　児童扶養手当受給者は現
況届の際にその場で記入し
ていただくことで支給に結び
ついていますが、その他の
支給対象となる方に対し周
知・広報を強化する必要が
あります。

A B B B

　支度金の支給により、中学
校の入学にあたる費用の負
担を軽減することができ、ま
た各年度の目標値の80％前
後の支給者数のためB評価
としました。 B

子育て
支援政
策課

73
就学援助制
度

　経済的な理由で、小・中学
校へ通う児童生徒の学用品
の購入や給食費の支払い
が困難な保護者に対し、そ
れらの費用の一部を援助し
ます。 事業の

実施
― ― ― ― ―

8.28%
（認定
率）

A

　本市の就学援助制度にお
いて準用する国庫補助基準
額の引上げにあわせ、支給
額の改定を行いました。
　また昨年度に引き続き、小
学校及び中学校入学前に入
学準備金を支給するなど、
援助を必要としている保護者
に対し、必要な支援を行った
ため、A評価としました。

　経済的な理由等で就学援
助を必要とする保護者が、
必要とする時期に援助を受
けられる制度であることが重
要であるため、制度の周知
を十分に行っていく必要があ
ります。

A A A A

　就学援助制度について、経
済的理由により就学困難な
保護者に対し必要な援助を
行うなど、適正に運用を行っ
てきたため、A評価としまし
た。

A 学事課
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76
非行防止対
策の推進

　青少年の健全育成・非行
防止に関する市民意識の高
揚を図るため、子供・若者育
成支援強調月間中に、青少
年健全育成に関わる団体等
が協力し、非行防止キャン
ペーンを各区で展開します。
　また、青少年の健全育成・
非行防止のため、大宮駅周
辺のパトロール及び各地区
における巡回活動を実施し
ます。

キャン
ペーン参

加率
％ ― ― ― ― 100 A

　非行防止キャンペーンにつ
いては、市内全10区におい
て、区民まつり等に併せて啓
発品の配付等を実施しまし
た。また、大宮駅周辺パト
ロールについては、7回を予
定していましたが、1回は新
型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から中止とした
ため、6回実施しました。市内
67地区においても各地区の
計画に基づき巡回活動を実
施できたため、Ａ評価としま
した。

　地区における巡回活動に
ついては、参加者の確保、
巡回箇所、巡回時間につい
て、非行防止対策を推進す
るため、更なる工夫が必要で
す。

A A A A

　非行防止キャンペーンにつ
いては、市内全10区におい
て、区民まつり等に併せて啓
発品の配付等を実施しまし
た。また、大宮駅周辺パト
ロールの実施のほか、市内
67地区においても各地区の
計画に基づき巡回活動を実
施しました。
　事業の推進により、青少年
の健全育成・非行防止に関
する市民意識の高揚に寄与
したと考えます。

A
青少年
育成課

A A

　チャレンジスクールの代表
者による運営会議やボラン
ティアスタッフへの研修会、
チャレンジスクールにおける
活動事例集や外部講師リス
トの作成・配布、民間の活力
を導入した学習活動や体験
活動のプログラムを提供し、
活動内容の充実を図った結
果、参加児童生徒数は目標
の数値を超えることはなかっ
たものの、年度別の評価で
は令和元年度を除きＡ評価
であったことから、総合評価
としてＡ評価としました。

A
生涯学
習振興

課
B

　地域のボランティアの協力
のもと、地域の特性を活かし
た魅力ある活動内容となる
よう努めた結果、小学校にお
いて、放課後チャレンジス
クールを2,424回、土曜チャレ
ンジスクールを1,434回実施
しました。また、中学校にお
いて、土曜チャレンジスクー
ルを1,238回実施しました。
　学校と地域の連携・協働に
ついての理解をより一層深
めることを目的として、学校
地域連携コーディネーター及
びチャレンジスクール教室
コーディネーターを対象とし
た「地域学校協働活動推進
シンポジウム」を開催しまし
た。また、民間の活力を導入
した学習活動や体験活動の
プログラムを希望するチャレ
ンジスクールに提供しまし
た。
　令和元年度における参加
児童生徒数は、台風の影響
や新型コロナウイルス対策
によりチャレンジスクールを
中止した影響により、
168,563人となったためＢ評
価としました。

　学習プログラムや体験活
動のプログラムを充実させる
とともに、新型コロナウイル
ス感染症等の安全対策を講
じ、児童生徒やボランティア
の方々の安全に十分に配慮
した上で、チャレンジスクー
ルを実施していきます。

A A― ― ― ― 168,56374
チャレンジス
クール推進事
業

　地域社会の中で心豊かで
健やかに児童生徒をはぐく
むため、地域の方々の参画
を得て、子どもたちの自主的
な学習やスポーツ、文化活
動、地域住民との交流活動
等の取組を実施します。

延べ参
加者数

人

19



評価基準 A：達成率９０％以上 B：達成率７０％以上９０％未満 C：達成率７０％未満

【様式２】その他事業

H27
評価

H28
評価

H29
評価

H30
評価

今後の課題

過年度評価
計画期間（平成27年度～令和

元年度）における
事業実績の分析と評価

計画期
間にお
ける総
合評価

所　管
R1年度事業実施内容・

成果及び評価
事業
番号

事　業　名 事業概要及び目標 指標 単位 区分
R1

量の
見込み

R1
確保
方策

(目標)

R1
量の

実績値

R1
達成値

R1
評価

77 成人式

　成人の日に新しい人生の
門出を祝福し、成人としての
自覚を促すとともに、将来の
幸せを願うため、成人式を
実施します。

出席率 ％ ― ― ― ― 77 A

　成人式対象者13,403名に
対し、10,303名の新成人が
出席しました。人生に一度の
お祝い事であり、さいたま
スーパーアリーナで新成人
が一堂に会して行う式典は、
厳かな中にも感動を与える
式典として好評を得ていま
す。目標値である80％の出
席率に対し、77％の方に出
席していただくことができた
ため、A評価としました。

　多くの方の来場があるた
め、災害時の対応や事故の
防止など安全の確保に取り
組む必要があります。また、
入場から着席までの案内誘
導を強化し、よりスムーズで
安全な式典準備、運営が課
題となります。

A A A A

　毎年多くの方々にご参加い
ただき、計画期間、目標に近
い出席率を実現することがで
きました。式典は厳かな中に
も感動を与えることができた
と自負しています。今後も円
滑な運営を目標とし、引き続
き安全の確保に十分留意し
ながら、盛大にかつ厳かに
新成人の新たな門出を祝い
ます。

A
青少年
育成課

78

グリーンライ
フ猿花キャン
プ場運営事
業

　青少年や青少年団体が、
集団野外宿泊、デイキャン
プ、レクリエーション、自然体
験等を通して、社会性、協調
性、ルールや命の大切さな
どを学ぶ施設として、利用の
推進を図ります。

延べ利
用団体

数
団体 ― ― ― ― 83 A

　令和元年度においては、延
べ利用団体数が83団体と
なったため、A評価としまし
た。

　利用者のほとんどがリピー
ターや近隣の青少年団体で
あり、新規利用者の獲得が
課題となっているため、今後
も猿花キャンプ場の利用に
ついて、市報や情報誌、ホー
ムページ等でPRを図る必要
があります。

A A A A

　毎年、利用者のほとんどが
リピーターや近隣の青少年
団体である状況が続いてい
ますが、計画期間を通して概
ね目標値を達成しています。
キャンプカウンセラーや、猿
花キャンプ場を守る会の協
力のもと、適切にグリーンラ
イフ猿花キャンプ場を管理・
運営していくことが出来まし
た。

A
青少年
育成課

A A

　平成28年度に緑区に新た
に尾間木児童センターが開
設され、各区最低1館の児童
センターを設置することがで
きました。それにより、市内
に18箇所の児童センターが
設置ができ、当初の目標を
達成することができました。
また、利用者等の要望等に
対応しながら適切に管理・運
営を行いました。 A

青少年
育成課

A

　平成28年度に緑区に新た
に尾間木児童センターが開
設され、各区最低1館の児童
センターを設置することがで
きました。それにより、市内
に18箇所の児童センターが
設置されたため、A評価とし
ました。
　令和元年度は、予定通り2
館の児童センターについて、
中規模修繕を実施し機能回
復を図ることが出来ました。

　利用者がより安心して楽し
く利用できるよう、施設の適
正な管理及び内容の充実に
ついて継続的に取り組んで
いく必要があります。

A A― ― ― ― 1879
児童センター
事業

　子どもや保護者が交流し、
親子で一緒に運動や工作な
どの体験ができ、また、各種
催し物や子育てサークル・
子ども会の開催など、地域
組織の活動を支援する児童
センターの充実を図ります。
　行政区に最低１館設置す
ることを目標とし、未整備区
である緑区を優先することと
しますが、利用者の利便性
や行政区の面積・児童数な
どにも配慮し整備を進めま
す。
　なお、平成28 年度に未整
備区であった緑区に開設さ
れたため、行政区に最低１
館設置されました。

施設数 施設
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80

さいたま市中
学生職業体
験事業「未来
（みら）くる
ワーク体験」

　キャリア教育の視点から、
市立中学校等の生徒を対象
に、勤労観、職業観をはぐく
み、学ぶことの意義を考える
機会とするため、地域の事
業所等の協力を得て、さい
たま市中学生職場体験事業
「未来（みら）くるワーク体
験」を実施します。

事業の
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　さいたま市中学生職業体
験事業「未来（みら）くるワー
ク体験」について、市立中・
特別支援学校全60校で職場
体験を実施し、生徒に勤労
観、職業観をはぐくみ、学ぶ
ことの意義を考える機会と
なったため、Ａ評価としまし
た。

　さいたま市中学生職場体
験事業「未来（みら）くるワー
ク体験」では、生徒を受け入
れる協力事業所が重要であ
るため、推進委員に協力い
ただきながら、関連団体の会
合等に出席したり、資料を配
布したりする等、受入れ事業
所への協力依頼を行う必要
があります。

A A A A

　さいたま市中学生職業体
験事業「未来（みら）くるワー
ク体験」を平成27年度から令
和元年度まで継続して実施
しました。　生徒に勤労観、
職業観をはぐくみ、学ぶこと
の意義を考える機会とするこ
とができたため、Ａ評価とし
ました。

A
生涯学
習振興

課

81
子ども・若者
支援ネット
ワーク事業

　子ども・若者育成支援推進
法に基づき、社会生活を円
滑に営む上での困難を有す
る子ども・若者に対する支援
を効果的に実施するために
ネットワーク会議を開催しま
す。

会議回
数

回 ― ― ― ― 3 C

　子ども・若者支援ネットワー
ク事業の会議回数につい
て、年6回を予定していまし
たが、新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から代表
者会議及び実務者会議を中
止とし、計3回の実施であっ
たことから、C評価としまし
た。

　子ども・若者を取り巻く環境
は常に変化するなか、子ど
も・青少年が抱える問題は複
合化・複雑化しているため、
関係機関の連携、重層的な
支援を図る必要があります。 A B B B

　会議開催回数は目標値に
及ばなかったものの、計画期
間を通して目標の80％に達
していることに加え、ネット
ワークの関係機関における
各分野の最新支援方策につ
いて、ネットワーク会議の場
で情報共有でき、一定程度
の成果は挙げられたのでB
評価としました。

B
青少年
育成課

82
若者自立支
援ルーム事
業

　社会生活を送るうえで、困
難を有する市内在住30歳代
までの若者に対し、個人の
状態に合わせた、自立支援
プログラムを段階的に実施
し、円滑に社会的自立が果
たせるよう継続的な支援を
行います。

延べ利
用者数

人 ― ― ― ― 7,046 B

　若者自立支援ルームの延
べ利用者数について、利用
者に対し、その個人の状態
に合わせた自立支援プログ
ラムを段階的に実施し、支援
を行った結果7,046人の延べ
利用者数となりましたが、移
転後の活動スペースの減少
や、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため令和2年3月
閉所したことなどの要因によ
り、目標の80％にとどまり、B
評価としました。

　多様な困難を抱える若者を
対象とするため、多くの関係
支援機関と綿密な連携体制
を構築する必要があります。
また、令和2年度より、新た
に市内2か所目となる若者自
立支援ルームを開設し受入
れ体制を拡充することから、
より一層の周知活動を行う
必要があります。

A A A A

　令和元年度については目
標達成はできなかったもの
の、計画期間を通じてほぼ
目標を達成しており、また、
就労や復学へ向けた次のス
テップへ進んだ利用者も
年々増加しており、一定の成
果が現れていると評価でき
ます。

A
青少年
育成課

83
若者ユースア
ドバイザー事
業

　子ども・若者の自立支援に
関する専門的な相談に対応
するため、若者自立支援
ルーム、児童相談所等の職
員、ボランティアに対するス
キルアップを目指した講座を
開催します。

ユースア
ドバイ
ザーの
人数

人 ― ― ― ― 23 A

　ユースアドバイザー養成研
修について、スキルアップ研
修を実施し、23人に対して
ユースアドバイザーとして修
了証を交付できたため、A評
価としました。
　また、スキルアップ研修実
施後に、中級編のブラッシュ
アップ研修を実施しました。

　受講者数を増やしていくた
め、現在の若者が抱える課
題についての理解を深め、
時代に合った研修内容を検
討する必要があります。
　また適切な支援を行うため
に、研修後も、様々な分野で
の最新の支援方策について
情報共有できるネットワーク
構築を検討していく必要があ
ります。

A A A A

　計画期間を通じて、目標の
20人以上のユースアドバイ
ザーの養成を達成できたた
め、A評価としました。
　また、スキルアップ研修受
講者に対し、毎年レベルアッ
プを図るための実践研修とし
て、ブラッシュアップ研修も実
施し、一定の成果は現れた
と評価します。

A
青少年
育成課
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84
若年者職業
的自立支援
事業

　若年者の職業的自立を図
るため、地域若者サポートス
テーション事業をはじめとす
る各種若年者就業支援を行
います。

若年者
就業支

援による
就職等
進路決
定者数

人 ― ― ― ― 123 B

　下記2事業の若年者への
就労支援を実施した結果、
就職等進路決定者数（就職
者数）が合計123名となり、目
標値に対して、達成値が約8
割となったためB評価としま
した。
　 ・「地域若者サポートス
テーションさいたま」における
就労支援による進路決定者
数　94名
　 ・若年者等インターンシッ
プ業務による就職者数　  29
名

　昨年度までは、雇用人材
不足による求職者優位の
「売り手市場」傾向が続いて
いましたが、今般の新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影
響により、逆に事業者側の
求人が停滞することが予想
されることから、さらなる若年
者への就労支援事業が必要
です。 A A A B

　計画期間の平成27年度～
平成29年度までは、目標値
に対する達成値が高く年度
評価をAとしていましたが、
平成30年度～令和元年度で
は、求職者優位の「売り手市
場」傾向が続いたため、地域
若者サポートステーションさ
いたまを利用しなくても自主
的に就労できた若年者が増
加したと思われることから、
地域若者ステーションさいた
まによる進路決定者数等が
減少したため、年度評価が
下がりました。そのため、計
画期間全体の評価としては、
Bとしました。

B
労働政
策課

85
いじめのない
まちづくり推
進事業

　「さいたま市いじめのない
まちづくりネットワーク」を活
用し、いじめ防止等に関わ
る関係機関や団体と連携
し、啓発活動を行うことで、
いじめ撲滅に向けた市全体
の気運を高めるとともに、相
談体制の整備を行うなど、
いじめ防止等のための対策
を推進します。

啓発活
動の実
施回数

回 ― ― ― ― 2 A

　啓発活動について、さいた
ま市いじめのないまちづくり
ネットワークを2回開催し、関
係機関の連携、情報共有を
図ることができたため、A評
価としました。
　また、啓発品として、いじめ
防止5ヶ条を記載したうちわ
とクリアファイルを作成し、夏
祭りの巡回パトロールや、い
じめ防止シンポジウム等の
イベント、各小中学校の教職
員向けに配布しました。

　子ども・若者を取り巻く環境
の変化により複雑化するいじ
め問題に対応するため、いじ
めのないまちづくりネットワー
クにおいて、関係機関の更な
る連携が必要です。

A A B A

　計画期間を通じて、いじめ
のないまちづくりネットワーク
において、関係機関の情報
共有、連携を図ることができ
ました。また広く周知するた
めに、啓発品を作成し、学校
関係や地域の方々に配布し
ました。 A

青少年
育成課

A B

　「（仮称）ひきこもりサポー
ター」事業を開始し、思考錯
誤しながら継続的に実施して
きたことで、事業利用者の良
い変化につながる支援がで
きたと考えます。

A
こころの
健康セ
ンター

A

　「（仮称）ひきこもりサポー
ター」については、平成27年
度より「リレートサポーター」
と定め、訪問等の派遣事業
を実施しています。養成研修
は予備日を設け、2回実施
し、30名が参加、そのうち16
名が登録しました。また、派
遣件数が、113件と目標値を
上回ったため、A評価としま
した。
派遣事業利用者のうち、
93.8%に意欲や生活面で何ら
かの良い変化がみられ、
56.3%にひとりで外出ができ
るようになった等のひきこも
り状態の改善がみられてい
ます。

　「（仮称）ひきこもりサポー
ター」は、大学生が多く、就
職等により活動終了となるこ
とが多いため、継続的な養
成が課題となっています。

A A― ― ― ― 11386
ひきこもり対
策推進事業

　「ひきこもり相談センター」
を開設し、電話面接等やグ
ループ活動による相談支援
を実施します。
　また、地域連携や普及啓
発、人材育成を実施し、支
援の充実を図ります。

（仮称）
ひきこも
りサポー
ター派遣

件数

件
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88
青少年の主
張大会

　青少年が日々の暮らしの
中での思いを、自分の言葉
としてまとめ、発表すること
により、いかに生きていく
か、どのように協働していく
かのテーマを見つけ、自ら
考え行動することの契機とし
て、実施します。

応募人
数

人 ― ― ― ― 934 B

　青少年の主張大会につい
て、市内各小中高校に作品
の応募を働きかけたところ、
934点の応募があったため、
B評価としました。

　青少年の主張大会の応募
者が平成26年度より減少し
たため、募集チラシの早期
作成や、各学校における夏
休みの課題として積極的に
取り上げていただけるよう働
きかけが必要です。

A B A B

　計画期間を通して、5,613点
の応募があり、目標の約94%
に達したため、A評価としまし
た。

A
青少年
育成課

89

青少年による
郷土芸能伝
承活動支援
事業

　青少年の地域へのかかわ
りや地域の人々との交流を
一層推進するため、青少年
の健全育成及び郷土芸能を
伝承する目的を持った団体
活動を支援します。

交付団
体数

団体 ― ― ― ― 37 A

　令和元年度は当初見込ん
でいた40団体には届かな
かったものの、37団体からの
申請があり、活動の補助を
行ったため、A評価としまし
た。

　青少年の地域へのかかわ
りや地域の人々との交流の
場を維持するため、継続した
支援に取り組む必要があり
ます。

A B A A

　計画期間を通して、目標の
90％以上の団体からの申請
を受け、郷土芸能伝承活動
団体へ支援ができたため、A
評価としました。
　

A
青少年
育成課

A A

　計画期間において、各教育
相談室では、児童生徒の学
校生活に関わる様々な相談
や、幼児のことばや発音など
に関する相談に対し、きめ細
かな対応を行うことができま
した。最も相談件数の多い不
登校の相談については、適
応指導教室（現：教育支援セ
ンター）を十分に活用しなが
ら学校復帰及び社会的自立
に向けた支援を行うことがで
きました。
　適応指導教室（現：教育支
援センター）においては、全
ての教育相談室にタブレット
端末を活用した学習活動や
指導主事による授業型の学
習支援を計画的に実施し、
学習支援を通じて学校復帰
を目指すとともに様々な体験
活動を実施し、社会的自立
を促しました。
　また、更なる教育相談体制
の充実を図るために、スクー
ルソーシャルワーカーを増員
し、関係機関との連携の強
化を図りました。その結果、
計画期間を通じて、総合評
価はＡとしました。

A
総合教
育相談

室
A

　令和元年度は、各教育相
談室において、一つひとつの
相談に対し、心理の専門家
が相談にあたる等、きめ細
やかな対応を行うことができ
ました。最も相談件数の多い
不登校の相談については、
適応指導教室（現：教育支援
センター）に通う児童生徒数
が97人となったため、Ａ評価
としました。
　適応指導教室に通うこと
で、家族以外の人とかかわ
ることができたり、教室以外
の場所に登校できるように
なったり、学校行事に参加で
きるようになったりするなど
の改善が見られました。

　児童生徒に直接支援を行
う専門職員の支援の質の向
上を図る研修や、児童生徒
や保護者の多様化・深刻化
する相談に対する教育相談
員等の支援の在り方につい
ての研修を充実させていきま
す。また、学校連携をより深
め、学校配置のＳＣ、ＳＳＷ，
さわやか相談員の一層の活
用、学校と適応指導教室
（現：教育支援センター）の役
割を明確化、個別支援シート
等の活用等を通じて、不登
校児童生徒に対する支援の
充実を図ります。

A A― ― ― ― 9787
教育相談室・
適応指導教
室

　市内６か所の教育相談室・
適応指導教室において、児
童生徒の学校生活に関わる
様々な相談や、幼児のこと
ばや発音などに関する相談
に応じます。また、学校に行
く気持ちがありながら、様々
な理由で登校することが困
難な児童生徒に対して、学
校復帰や社会的自立を目指
した支援・指導を行います。

適応指
導教室

に通う児
童生徒

数

人
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90
青少年団体
補助事業

　青少年団体の自主活動や
育成組織活動を促進するた
めのボランティア活動・イベ
ント事業などについて、青少
年団体等に補助を行い、青
少年の健全育成を推進しま
す。 交付団

体数
数 ― ― ― ― 91 A

　次のとおり91団体に補助金
を交付し、活動を支援したこ
とから、A評価としました。
（さいたま市ボーイスカウト協
議会・さいたま市ガールスカ
ウト連絡協議会・青少年育成
さいたま市民会議本部・青少
年育成さいたま市民会議10
区連絡会・青少年育成さい
たま市民会議67地区会・さい
たま市子ども会育成連絡協
議会・さいたま市子ども会10
区連合会）

　補助金の交付について説
明責任を十分に果たせるよ
う、青少年団体に対し補助金
の公平性、透明性について、
引き続き周知を行う必要が
あります。

A A A A

　計画期間を通じて、目標値
である91団体に補助金を交
付し、青少年の健全育成を
目的とする青少年団体の活
動を引き続き支援ができまし
た。

A
青少年
育成課

113
寡婦（夫）控
除みなし適用

　所得税法や地方税法等に
基づく寡婦（夫）控除と同様
に、寡婦（夫）控除をみなし
で適用することにより、婚姻
歴の有無による課税対象所
得の差異について解消しま
す。

寡婦
（夫）み

なし適用
件数

件 ― ― ― ― 25 B

　保育施設利用者が多くそ
の申請件数及び適用件数が
多かったが、適用件数が令
和元年度の目標値として設
定した32件を下回ったため、
B評価としました。

　制度を適用するには申請
や申出が必要となるため、対
象となる可能性がある方へ
の積極的な案内や周知が必
要となります。 ― ― ― A

　目標値は達成できません
でしたが、保育分野で申請
件数及び適用件数が多く、2
年間の平均適用件数が30件
のためA評価としました。 A

子育て
支援政
策課

114
勤労者支援
資金融資

　市内在住の勤労者を対象
に、教育資金等の融資を行
います。（教育資金の使途
は、学校教育法に定められ
た教育機関、各種専門学校
等の入学金、授業料など本
人又は家族の教育費）

適正な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　市内在住の勤労者に対す
る生活支援策として、生活の
安定及び福祉の向上を目的
に、住宅・教育資金の融資
のあっせんを行う勤労者支
援資金融資事業を実施した
ため、A評価としました。

　低金利水準が続き、民間
金融機関等に比べて当該事
業の金利に割高感があるこ
とから、令和元年度の利用
件数は0件と、年々件数が減
少してることから、市民認知
度を上げるため、市報、市
ホームページ、商工会議所
会報誌等への掲載などによ
り、引き続き事業の周知活動
に注力することが必要です。

― ― ― A

　平成30年度～令和元年度
までの計画期間の年度別評
価が継続して目標を達成し、
年度別評価もそれぞれAで
あるため、総合評価もAとし
ました。

A
労働政
策課

115

要保護準要
保護児童生
徒医療援助
事業

　経済的な理由で、就学困
難と認められる児童生徒の
保護者に対し、政令に定め
られた疾病治療に対する医
療費を援助します。

適正な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　経済的理由で、就学困難と
認められる児童生徒の保護
者に対し、経済的な差によら
ず医療機関へ受診できるよ
う、医療費の援助を適正に
実施したことから、A評価とし
ました。

　引き続き、経済的理由で就
学困難と認められる児童生
徒の保護者に対し、制度の
周知を図るとともに、政令に
定められた疾病治療に対す
る医療費の援助を適正に実
施する必要があります。

― ― ― A

　平成30年度から令和元年
度までの計画期間の年度別
評価が継続して目標を達成
したため、総合評価もAとし
ました。 A

健康教
育課
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116
準要保護児
童生徒給食
援助事業

　経済的理由で就学困難と
認められる学齢児童生徒の
保護者に対し、学校給食費
を援助します。

適正な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　経済的理由で就学困難と
認められる学齢児童生徒の
保護者に対し、学校給食費
の援助を適正に実施するこ
とで経済的な差によらず児
童生徒に給食の提供ができ
ました。
　また、新型コロナウイルス
感染症に伴う市立学校の一
斉臨時休業期間について
も、昼食費として学校給食費
相当額を支給したことから、
A評価としました。

　経済的理由で就学困難と
認められる学齢児童生徒の
保護者に対し、制度の周知
を図るとともに、学校給食費
の援助を適正に実施する必
要があります。

― ― ― A

　平成30年度から令和元年
度までの計画期間の年度別
評価が継続して目標を達成
したため、総合評価もAとし
ました。

A
健康教
育課

117
特別支援教
育就学奨励
費事業

　小・中学校に就学する障
害のある児童生徒の保護者
等の経済的負担を軽減する
ため、その負担の能力に応
じ、就学に必要な経費を一
部補助します。それにより、
特別支援教育の普及奨励を
図ります。

適正な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　学校を通じて対象者から申
請を受け付け、906人に支給
を実施しました。

　引き続き本事業を実施しま
す。

― ― ― A

　計画どおり事業を実施する
ことができました。

A
特別支
援教育

室

118

認可保育所
等の利用者
負担額の軽
減

　失業や疾病等により世帯
収入が著しく減少したとき、
家屋等が火災、風水害、震
災等の災害により損害を受
けたときなど、認可保育所
等の利用者負担額の支払
いが困難と認められる場合
に減免します。

適正な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　令和元年度の減免適用児
童数は10名（10世帯）、のべ
33か月分の減免を行いまし
た。
　【内訳】
　災害：（自宅全焼）1名、（自
宅水損）9名

　申請に基づく減免制度であ
るため、引き続き周知を図っ
ていきます。

― ― ― A

　計画期間を通して適正に
実施し続けることで、やむを
得ない理由で利用者負担額
の支払いが困難となった世
帯の負担を軽減することが
できました。このため、A評価
としました。

A 保育課

119

食物アレル
ギー疾患生
活管理指導
表助成事業

　認可保育所等に在籍する
児童の保護者（市町村民税
非課税・均等割額のみの世
帯）に対し、「保育所等にお
ける食物アレルギー疾患生
活管理指導表」の取得に要
する費用の全部又は一部を
助成します。

適正な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　申請に基づく助成制度であ
り、また対象者も限定的であ
ることから具体的な目標設
定は困難でありますが、申請
に基づき適正な処理を行っ
たため、A評価としました。
　【実績】
　助成適用人数：9人
　助成額：16,950円

　認可保育所等の在園児の
約5％が食物アレルギーを保
有することから、より事業の
周知徹底を図る必要があり
ます。

― ― ― A

　計画期間を通して適正に
実施し続けることで、助成対
象となる世帯の負担を軽減
し、児童の健全な育成と児童
福祉の増進を図ることができ
ました。
このため、A評価としました。

A 保育課

120
幼稚園就園
奨励事業

　幼稚園への就園を奨励す
るため、各種助成制度を通
じて保護者の経済的負担を
軽減します。

適正な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　世帯の経済状況にかかわ
らず、全ての子どもに質の高
い幼児教育を受ける機会を
保障することが本事業の目
的であり、世帯の経済状況
等に応じて各種助成金を適
正に交付することができまし
た。

　令和元年9月をもって幼稚
園就園奨励費補助について
は終了しました。令和元年10
月からは幼児教育・保育無
償化を実施します。 ― ― ― A

　世帯の経済状況等に応じ
て各種助成金を適正に交付
することで、保護者の経済的
負担を軽減し、幼稚園への
就園を奨励することができま
した。

A
幼児政
策課

25
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121
一時保育利
用料の軽減

　公立保育所の一時保育を
利用する児童の保護者（生
活保護世帯・前年分の所得
税非課税世帯かつ前年度
市町村民税非課税世帯）に
対し、一時保育利用料の全
部を助成します。

適正な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　申請に基づく減免制度であ
り、また対象者も限定的であ
ることから具体的な目標設
定は困難でありますが、申請
に基づき適正な処理を行っ
たため、A評価としました。

　【実績】
　減免適用人数：80人（延べ
人数）

　核家族化の進行等に伴
い、定期利用の保育需要が
高まっている中、一時保育事
業についても継続した需要
が見込まれます。今後の社
会状況の変化や利用状況等
の推移を注視し、本事業に
おいても引き続き適正な処
理及び周知の徹底を図る必
要があります。

― ― ― A

　計画期間を通して適正に
実施し続けることで、減免対
象となる世帯の負担を軽減
することができました。このた
め、A評価としました。

A 保育課

122
公設放課後
児童クラブ指
導料の軽減

　生活保護世帯及び、所得
税非課税かつ市町村民税
非課税世帯は指導料を免除
し、所得税非課税かつ市町
村民税課税世帯は指導料を
軽減します。また、児童の属
する世帯の収入が著しく減
少したとき等の場合は、指
導料を減免します。

適正な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　さいたま市放課後児童クラ
ブ条例施行規則に基づき、
生活保護世帯及び所得税非
課税かつ市町村民税非課税
世帯は指導料の免除、所得
税非課税かつ市町村民税課
税世帯は指導料の軽減を
行ったため、A評価としまし
た。

　世帯の収入が著しく減少し
たとき等に適用となる減免制
度について、より市民に認知
されるよう周知をしていく必
要があります。

― ― ― A

　さいたま市放課後児童クラ
ブ条例施行規則に基づき、
生活保護世帯及び所得税非
課税かつ市町村民税非課税
世帯は指導料の免除、所得
税非課税かつ市町村民税課
税世帯は指導料の軽減を行
い、放課後児童クラブを利用
する保護者の支援を実施し
ました。

A
青少年
育成課

123
水道料金の
減額制度

　生活保護法による生活扶
助を受給している方、児童
扶養手当を受給している方
及び市県民税非課税世帯な
どに対して、水道料金を減
額します。

適正な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　生活保護法による生活扶
助を受給している方、児童扶
養手当を受給している方及
び市民税・県民税非課税世
帯などに対して、申込みに基
づき水道料金の減額を行っ
たため、A評価としました。

　該当者に水道料金の減額
制度を周知し、引き続き適正
に制度を維持します。

― ― ― A

　さまざまな媒体での広報活
動を継続して行い、該当者に
制度を周知し、安定した支援
ができました。

A 営業課

124
下水道使用
料の減額制
度

　下水道使用料について、
生活保護法による生活扶助
を受給している方は免除、ま
た、市県民税非課税世帯及
び児童扶養手当を受給して
いる方は減額します。

適正な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　下水道使用料について、生
活保護法による生活扶助を
受給している方、また、市県
民税非課税世帯及び児童扶
養手当を受給している方に
対して、下水道使用料の免
除や減額を実施しました。

　申請に基づく減免制度であ
るため、引き続き周知を図っ
ていきます。

― ― ― A

　事業を継続的に実施したこ
とで、安定した支援を行うこ
とができました。

A
下水道
総務課

125
生活保護事
業

　病気や障害により働けなく
なるなど、生活費や医療費
に困っている世帯に対して、
必要な生活保障を行い、自
立できるように支援します。
世帯の収入及び保護の基
準に基づき、生活扶助、住
宅扶助、教育扶助など、世
帯の状況に応じた扶助を行
います。

適正な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　各区福祉課において面談
等を通じて世帯の状況を把
握し、必要な保護を適正に
実施し、生活の安定を図った
ため、Ａ評価としました。

　生活保護制度等において
新たな支援策が創設された
際、必要な支援が行えるよう
に面談等を通じて世帯状況
を把握することが今後も大切
なことと考えます。 ― ― ― A

　毎年度、各区福祉課にお
いて面談等を通じて世帯の
状況を把握し、必要な保護を
適正に実施し、生活の安定
を図ったため、Ａ評価としまし
た。 A

生活福
祉課

26
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126

生活困窮者
自立支援事
業（生活自
立・仕事相談
センター）

　経済的な問題等で困窮さ
れている方に、自立に向け
た支援計画を立て、総合的
な支援を行います。主に、離
職等により、住居を失った、
又は失うおそれのある方へ
家賃相当額を支給する住居
確保給付金の支給、すぐに
は就労が難しい方に対する
就労に向けた準備の支援、
家計の状況を整理し、相談
者自らが家計管理できるよ
うになるための家計相談支
援などを組み合わせて支援
します。※一部の事業には
利用に際し、収入等の要件
があります。

相談件
数

件 ― ― ― ― 1,435 C

　各区に設置した「生活自
立･仕事相談センター」にて
生活困窮者に対し相談支援
を実施し、新規相談件数に
ついて令和元年度の実績は
1,435件となり令和元年度の
目標値として設定した2,481
件に対する割合が58％と
なったため、C評価としまし
た。

　新型コロナウイルス感染症
拡大による生活困窮者に対
する支援体制を整えます。
　また、新規相談件数の向
上に向け、潜在的支援対象
者に対しアウトリーチを強化
する必要があります。

― ― ― C

　平成29年度以降は相談件
数が増加しているものの、計
画期間中は年度別評価は全
てＣ評価でした。
　生活保護に至る前の段階
の支援を実施する事業とし
て、潜在的支援対象者に対
しアウトリーチを強化する必
要があります。

C
生活福
祉課

127

　ひとり親家
庭等高等学
校卒業程度
認定試験合
格支援事業

　ひとり親家庭の学び直しの
ため、高等学校卒業程度認
定試験の対策講座を受講
し、その修了時と高等学校
卒業程度認定試験の合格
時に、経費の一部を支給し
ます。

ひとり親
家庭高
等学校
卒業程
度認定
試験合
格支援
給付金
支給件

数

件 ― ― ― ― 1 C

　ひとり親家庭ガイドブックへ
の掲載や児童扶養手当受給
者へ案内作成を行う等事業
の周知をしておりますが、令
和元年度においては支給実
績が1件であり、目標値を達
成できなかったため、C評価
としました。

　事業についての問合せが
増えており、令和元年度に講
座指定を数件決定していま
す。令和2年度以降それら対
象者の支給を行い、引き続
き周知を図る必要がありま
す。

― ― ― C

　既に学校に在学している方
は高等学校等就学支援金制
度の対象者になることが多
く、本制度の対象外になるた
め対象者が少なく、支給件
数が毎年度少ないことからC
評価としました。

C
子育て
支援政
策課

― A

　平成30年度～令和元年度
までの計画期間の年度別評
価が継続して目標を達成し、
年度別評価もそれぞれAで
あるため、総合評価もAとし
ました。

A
労働政
策課

A

　市内在住の求職者及び市
内勤労者への支援策として、
「働く人の支援講座」労務実
務コースにおいて、知ってお
くべき労働法制や時事的な
問題等に係る以下の講座を
実施したため、Ａ評価としま
した。
　・「労働関連法令の基礎」
延べ122名受講
　・「社会保険・労働保険の
基礎」　延べ330名受講
　・「働き方改革の取り組み
ポイント」　35名受講
　・「女性登用・女性の就労
継続への取り組みポイント」
21名受講
　・「ハラスメントの実例と対
策」　33名受講

　講座のテーマとして、勤労
者が知っておくべき時事的な
問題を的確に設定すること
が重要であり、委託において
は、専門の事業者に委託を
行い、テーマ内容の検討、設
定を行う必要があります。

― ―― ― ― ― 実施128
勤労者支援
事業（働く人
の支援講座）

　市内在住の求職者・勤労
者及び市内事業所に従事す
る勤労者に対して、労働に
係る諸問題に関する講座を
実施します。

適正な
実施

実施

27
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129

雇用対策推
進事業（就職
支援体制整
備事業）

　ワークステーションさいた
まにおいて、国の職業相談・
紹介と連携してキャリア・コ
ンサルティングや内職相談
などを実施するほか、子育
て世代を中心に、求職者に
向けた就業支援を実施しま
す。

ワンス
トップ就
職支援

サービス
利用者

数

人 ― ― ― ― 9,942 A

　働く意欲を持つ全ての市民
の就業のために、埼玉労働
局との協定に基づき、協働で
運営する就労支援施設
「ワークステーションさいた
ま」において、キャリアコンサ
ルティングや内職相談、子育
て世代を中心とした就業支
援を実施した結果、延べ利
用者数が9,942人であり、令
和元年度の目標としていた
9,400人を上回ったため、Ａ評
価としました。

　北浦和駅隣接という好立地
を生かし、施設利用者数の
更なる拡大が求められてい
ます。

― ― ― A

　平成30年度～令和元年度
までの計画期間の年度別評
価が継続して目標を達成し、
年度別評価もそれぞれAで
あるため、総合評価もAとし
ました。

A
労働政
策課

― A

　緊急一時的に保護する必
要のあった母子に対して、新
たな居住場所を探す等の支
援を行うため、区役所支援
課や福祉課、また各相談機
関と情報共有を行い、母子
の生活の安定に向けた支援
を行うことが出来ました。

A

子ども
家庭総
合セン
ター総
務課

A

　緊急に保護を必要とする母
子を迅速に受け入れる態勢
を整え、継続的に事業を実
施することを目標としていま
したが、令和元年度も引き続
き事業を実施したため、A評
価としました。

【参考】
令和元年度受入れ件数：9件

　市内の母子生活支援施設
が1か所であるため、夫等の
暴力等から避難し保護が必
要である母子を入所させた
場合、所在が特定される恐
れがあります。このため、母
子の安全性を高めるため
に、設備の整備といったハー
ド面だけでなく、入居者へ利
用にあたっての生活ルール
を理解してもらう等、ソフト面
にも配慮して運営していく必
要があります。
　また、本事業は、緊急一時
的に保護する目的であるた
め、短い期間の中で母子の
新たな居住場所を探す支援
を行う必要があります。この
ため、区役所支援課や福祉
課、また各相談機関と情報
共有を行い、母子の生活の
安定に向けた支援を行う必
要があります。

― ―― ― ― ― 実施130
母子緊急一
時保護事業

　緊急に保護を必要とする
母子を母子生活支援施設に
入所させ、当面必要な保護
を行います。

適正な
実施

ー
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131
未成年後見
人支援事業

　親権を行う者又は未成年
後見人がいない児童等につ
いて、児童相談所長は福祉
のために必要があるとき
は、家庭裁判所に対して未
成年後見人の選任の請求を
し、その選任された未成年
後見人の支援として、必要
な報酬の支払いと損害賠償
保険の加入を行います。

適正な
実施

ー ― ― ― ― 実施 A

　新たに3名の児童に対し、
未成年後見人の選任請求を
おこない、選任された未成年
後見人に対し、報酬の支払
い及び、損害賠償保険の加
入を適正に行うことができた
ため、A評価としました。

　厚生労働省より、児童相談
所長以外が選任請求をおこ
なった場合でも、報酬の支払
い及び損害賠償保険の加入
を行えるよう支援事業の拡
充が示されています。
　しかし、当市においては、
候補児童が待機している現
状があり、その中でより緊急
的にまた後見人が必要とさ
れる児童を優先するため、
拡充にあたり優先順位等を
どのように設定していくか課
題となります。

― ― ― A

　選定会議等により、優先度
が高い児童に支援を行えま
した。現在も候補児童が待
機している現状ではあります
が、的確な優先順位及び支
援を行えたため、A評価とし
ました。

A
北部・南
部児童
相談所

132
身元保証人
確保対策事
業

　児童養護施設等に入所中
又は退所した子どもに対し、
就職やアパート等の賃借、
大学等へ進学する際に施設
長等が身元保証人となった
場合の損害保険契約を締結
することにより、身元保証人
を確保し、子どもの社会的
自立の促進を図ります。

適正な
実施

ー ― ― ― ― 実施 A

　児童養護施設等に入所
中、または退所した児童に
対して、施設長等が身元保
証人になった際に、適正に
損害保険契約を締結したた
め、A評価としました。

　身元保証人確保対策事業
は、就職やアパート等の賃
借、大学等へ進学する際に
損害保険契約を行うことか
ら、年度末に集中することが
多く、効率的に手続きを行っ
ていく必要があります。

― ― ― A

　児童養護施設等に入所
中、または退所した児童に
対して、施設長等が身元保
証人になった際に、適正に
損害保険契約を締結したた
め、A評価としました。

A
北部・南
部児童
相談所

133

自立援助
ホーム入所
児童自立援
助事業

　自立援助ホームに委託さ
れた児童の就業を支援し、
その自立を図るため、就職
に際して必要となる若しくは
就職に有利となる資格の取
得に必要な講座の受講費等
を援助します。

適正な
実施

― ― ― ― ― 実施 A

　当市の自立援助ホーム入
所児童が入校した自動車学
校の経費について、補助を
実施し、児童の就職・自立を
促進する制度です。令和元
年度は、該当となる児童が
いなかったため支給実績は
ありませんでしたが、申込が
あれば補助できる体制を整
えていたため、Ａ評価としま
した。

　今年度は申込者がいな
かったため、引き続き対象児
童の在籍する施設に周知を
行う必要があります。

― ― ― A

　自立援助ホーム入所児童
に対して、就職等に役立つ
資格の取得に必要な経費の
補助を適正に行ってきたた
め、A評価としました。

A
北部・南
部児童
相談所

134
子どもの精神
保健相談室

　「子どもの精神保健相談
室」を開設し、電話・面接等
やグループ活動による相談
支援を実施します。

適正な
実施

ー ― ― ― ― 実施 A

　小学校高学年から中学生
の子どもとその家族等を対
象に電話や面接相談を実施
しました。また、子どもや家
族への支援を目的とした集
団心理教育グループを実施
したため、A評価としました。

　今後も子どもや保護者のこ
ころの健康の回復のため、
引き続き相談支援を実施し
ていく必要があります。ま
た、関係機関との連携や子
どもの身近な支援者の相談
知識と技術の向上が求めら
れており、子どもの精神保健
福祉に関する研修を開催し、
質の向上を図る必要があり
ます。

― ― ― A

　小学校高学年から中学生
の子どもとその家族等を対
象に電話や面接相談を実施
しました。また、子どもや家
族への支援を目的とした集
団心理教育グループを実施
し、相談者へのこころの健康
の回復に寄与できたと思わ
れます。

A
こころの
健康セ
ンター
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135

生活困窮者
自立支援事
業（学習支援
事業）

　学業や進学の環境が十分
に準備されない生活困窮世
帯の子どもが成長し、大人
になって再び生活困窮に至
る「貧困の連鎖」を防止する
ため、生活保護受給世帯の
中学生及び高校生と児童扶
養手当全額受給世帯の中
学生を対象として、基礎学
力や学習習慣の定着等を目
的とした「学習支援」や、良
好な人間関係を構築するた
めの「居場所づくり支援」を
行います。また、高校生に対
しては「高校中退防止」の支
援も行います。

不安を抱
えた生活
保護受
給世帯
の中学
生への
学習支
援実施

率

％ ― ― ― ― 32 C

　学習等に不安を抱えた生
活保護受給世帯の中学生
157名について、学習支援教
室に対しての参加勧奨を実
施し、学習支援教室の参加
者が50名で実施率が32％と
なったため、Ｃ評価としまし
た。

　親は通わせたいが子ども
は興味がない、またその逆
の場合や教室への距離が遠
い等、状況に応じては参加
の可能性のある子どもに対
して、どのように参加勧奨及
び支援を提供していくかが課
題です。

― ― ― B

　平成29年度から30年度に
かけては学習支援実施率が
上昇しましたが、令和元年度
にかけては減少してしまいま
した。様々な要因が考えられ
ますが、実施率向上のため、
ケースワーカーや受託者が
アウトリーチを継続して実施
していきます。

C
生活福
祉課

136
入学準備金・
奨学金貸付
事業

　経済的な理由で、修学（進
学）が困難な高校生、大学
生に対し、入学準備金又は
奨学金の貸し付けを無利子
で行います。

適正な
実施及
び新制
度創設

― ― ― ― ― 実施 A

　引き続き、現行の貸付制度
により、経済的理由により修
学困難な学生等に対し、入
学準備金又は奨学金の無利
子貸付けを行いました。
　また、必要な法令改正等を
行い、一定の要件に該当し
た場合に返還金の一部を免
除する返還免除制度を新た
に創設し、新制度の対象とな
る入学準備金の貸付けを
行ったため、A評価としまし
た。

　引き続き、無利子貸付けを
継続するとともに、新たな返
還免除制度についてさらに
周知を図る必要があります。

― ― ― A

　経済的理由により修学困
難な学生等に対し、無利子
貸付けを行いました。
　また、返済に伴う経済的負
担にも考慮し、新たに返還免
除制度を創設するなど、適
切に制度を運用してきたた
め、A評価としました。 A 学事課

137
なんでも子ど
も・若者相談
窓口の実施

　子ども家庭総合センターに
総合的な窓口を設置し、相
談者の思いや悩みをワンス
トップで受け止め、相談に訪
れた市民に対し適切な情報
提供を行うとともに、専門相
談機関をはじめとした関係
機関へのコーディネートを行
います。

なんでも
子ども相
談窓口

における
相談者
のうち親
身に相

談に乗っ
てくれた
と回答し
た人の
割合

％ ― ― ― ― 97.5 A

　令和元年度はなんでも子ど
も相談の窓口にて相談を実
施した対象者1461名のうち、
198人（13.6%）から回答を得
ました。そのうち親身に相談
に乗ってくれたかという質問
に対し、とても感じる（184
人）、まあ感じる（9人）と回答
した人の割合は97.5%と、目
標値である90%以上を達成し
ました。。

　相談終了後にアンケート用
紙を渡し、後でゆっくり回答し
てもらい、受付に回答ボック
スを設置しそこに各自回答
後の用紙を入れていただく
方式を取り入れたところ、ア
ンケート回答数が増えたの
で、今後もこの方法で実施し
ていきたいと思います。

― ― ― A

　なんでも子ども相談窓口に
はあらゆる種類の相談が寄
せられるため、相談員同士
の勉強会や専門機関で実施
させる研修への参加を積極
的に行いました。また相談内
容について係内で振り返り、
必要な社会資源の情報収集
に努めたり、相談者に分かり
やすい資料を作成したり、相
談しやすい雰囲気作りとして
窓口を季節ごとに飾り付けを
する等行いました。

A

子ども
家庭総
合セン
ター総
務課

138
インクルーシ
ブ子育て支援
の実施

　発達障害児を含む子ども
の支援として、保護者の心
配事や子ども自身どうしてよ
いかわからないような困り感
に対応可能なプログラムの
開発と普及・啓発を行いま
す。

インクル
パート
ナー養
成数

人 ― ― ― ― 132 A

　令和元年度は保育施設等
の子育て支援に携わる職員
を対象にインクルパートナー
養成研修を9回実施し、研修
参加者の所属する施設等に
フォローアップ訪問を行い、
のべ132人のインクルパート
ナーを養成したため、A評価
としました。

　地域の子育て支援力を向
上させていくためには、多く
の子育て支援機関から研修
に参加していただくことが必
要であるため、研修対象機
関へのインクルーシブ子育
て支援事業の普及・啓発を
行います。

― ― ― A

　インクルパートナーの養成
研修への申込者数が多かっ
たため、開催回数を当初の
予定より増やして研修を実
施しました。このため平成30
年度からインクルパートナー
を合計212人（のべ人数）養
成し、目標を達成しました。

A
子ども
家庭支
援課
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139

スクールソー
シャルワー
カー活用事
業・スクール
カウンセラー
等活用事業

　全ての市立小・中・高等・
特別支援学校にスクールカ
ウンセラー、スクールソー
シャルワーカーを配置又は
派遣します。

学校だ
けでは対
応が難し
いケース
を関係機
関等と連
携して

支援した
延べ件
数（年
間）

件 ― ― ― ― 3,142 A

　スクールソーシャルワー
カーの配置開始から4年目と
なる令和元年度は、11名を
増員し、42名体制となりまし
た。24名を学校に配置し、18
名を市内6か所にある教育
相談室に配置し、教育相談
体制の充実を図りました。人
員の増員に加え、各学校に
おいてスクールソーシャル
ワーカーが「チーム学校」の
一員となり、積極的に家庭訪
問を行ったり、関係機関との
連携を行ったりした結果、目
標値を上回る結果となりまし
た。

　複雑化・深刻化する児童生
徒の抱える問題に対して、早
期に発見し、対応し、適切に
関係機関につなげていくこと
が、課題となっています。そ
のため、スクールソーシャル
ワーカーの支援能力向上が
必要となります。児童生徒の
抱える問題に適切に対応で
きるように、スクールソーシャ
ルワーカーを対象とした研修
会を実施することで質の向
上を図っていきます。

― ― ― A

　計画期間内においてスクー
ルソーシャルワーカーを増員
し、児童生徒の抱える問題
に対して、早期発見、早期対
応ができる体制の強化を図
りました。また、スクールソー
シャルワーカーの支援能力
向上のため、支援方法、関
係機関との連携方法等につ
いて研修を実施しました。

A
総合教
育相談

室

140
相談者の自
立支援

　ＤＶ・女性の悩み相談にお
いて、生活困窮などの家庭
であった場合には、関係機
関の情報提供を行い、自立
支援を図ります。

適正な
実施

ー ― ― ― ― 実施 A

　相談の聞き取り内容に応じ
て、関係機関の情報を提供
するとともに、必要に応じ連
携が図られたため、Ａ評価と
しました。

　適切に関係機関の情報提
供を行うため、関係所管開
催の研修への参加、及び外
部講師による所属内研修を
実施し、相談員の質の向上
を図る必要があります。

― ― ― A

　ＤＶ・女性の悩み相談にお
いて、生活困窮などの家庭
であった場合には、関係機
関の情報提供を行い、自立
支援を図ることができまし
た。

A

人権政
策・男女
共同参
画課
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